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はじめに  

本準備書面においては，２００２年「長期評価」の津波地震の想定に基

づいて津波防護措置を求める技術基準適合命令（電気事業法４０条）を発

する前提としての「主要建屋敷地高さ（Ｏ.Ｐ.＋１０ｍ）を超える津波の

予見可能性」について論じる。 

第１に，「津波の予見可能性」の原子力安全規制法令上の位置付けを明

確にし，それを踏まえ「長期評価」の客観的かつ合理的根拠の有無に関す

る一審原告らと一審被告国の主張の争点を整理する（「第１」）。 

第２に，「長期評価」の津波地震の想定には地震学上の客観的かつ合理

的根拠が認められるものであり，技術基準省令６２号４条１項の「想定さ

れる津波」を基礎づけるものであることについて，すでに提出した一審原

告らの控訴審第１７準備書面，同第１８準備書面，同第１９準備書面を整

理する形で主張する（「第２」）。 

第３に，上記の整理を踏まえた上で，一審被告国から提出された控訴審

第１３準備書面につき反論する（「第３」）。 

一審被告国は同準備書面において，既往地震の発生が確認できない領域

に地震を想定できるのは，既往地震のメカニズム等が特定され，かつ，既

往地震の発生領域と既往地震の発生が確認できない領域との間に同一性，

近似性が認められる場合に限定されるという独自の見解を主張している

ので，その根本的な誤りを明らかにする（「第２」の「１」ないし「４」）。 

また，一審被告国が個別の論点につき同準備書面中で主張している点に

ついても個別に反論する（「第２」の「５」ないし「１１」）。 

第４に，まとめとして，「長期評価」の津波地震の想定に基づいて津波

シミュレーションを実施することによって，遅くとも２００２（平成１４）

年末までには，福島第一原発の敷地高さを超えるＯ.Ｐ.＋１５．７ｍの津

波の襲来を予見することが可能であり，福島第一原発が技術基準省令６２
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号４条１項の「想定される津波によって原子炉の安全性を損なうおそれが

ある場合」に当たるものであったことを明らかにする（「第４」）。 

 

第１ 「津波の予見可能性」の法令上の位置付けと「長期評価」の客観的

かつ合理的根拠を巡る争点の整理  

１ 技術基準省令６２号４条１項の「想定される津波」の意義の確定  

電気事業法３９条１項は，原子力事業者に対し，原子炉施設等を技術基

準に適合させるべきことを義務づけており，同法４０条は，経済産業大臣

に対し，原子炉施設等が「技術基準に適合していないと認めるとき」には，

原子力事業者に対し技術基準適合命令を発する権限を定めている。  

そして，技術基準省令６２号４条１項は，原子炉施設が「津波・・によ

り損傷を受けるおそれがある場合」（２００２〔平成１４〕年７月３１日

時点），又は「想定される・・津波・・により原子炉の安全性を損なうお

それがある場合」（２００６〔平成１８〕年１２月３１日時点）1には，原

子力事業者は「防護措置，基礎地盤の改良その他の適切な措置を講じなけ

ればならない。」としている。  

 本件においては，経済産業大臣による津波に対する技術基準適合命令の

権限不行使の国賠法上の違法性が問われているところ，技術基準適合命令

は，特定の原子炉施設が「技術基準に適合していないと認める」場合に発

せられるべきものである。よって，技術基準適合命令の発令の前提として，

本件においては，「長期評価」に基づいて推定される津波が，技術基準省

令６２号４条１項の「想定される津波」に該当し，それによって「原子炉

の安全性を損なうおそれがある場合」にあたり，同法３９条１項により一

審被告東電が技術基準への適合性を確保するための措置を講じる義務を

 
1  この改正の前後で技術基準省令６２号４条１項の趣旨に変更は認められないの

で，以下の論述においては「想定される津波」で表記を統一する。 
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負う状態にあったか否かが確定される必要がある。  

すなわち，「津波の予見可能性」の論点は，「長期評価」に基づく津波が，

この省令４条１項の「想定される津波」にあたるか否かという問題である。 

 

２ 「主要建屋敷地高さを超える津波の予見可能性」は，「深刻な災害」

の予見可能性を基礎づけるものであること 

 この論点を検討する前提として確認しておくべき点は，原子力発電所

の主要建屋高さを超える津波が襲来した場合には，（建屋や重要機器設

置室等において水密化等による防護措置が講じられていないとすると）

非常用電源設備等が被水し全交流電源喪失に陥り，その結果として，炉

心損傷による重大事故に直結するということ，この危険性は２００２

（平成１４）年当時から当然のこととして一審被告らにおいて認識して

いたということである。  

すなわち，「敷地高さを超える津波の予見可能性」は，単に「原子炉

の安全性を損なうおそれがある場合」（技術基準省令６２号４条１項）

を基礎づけるにとどまらず，「重大事故（深刻な災害）発生の予見可能

性」を基礎づけるものである。  

原子炉施設においては，「万が一にも深刻な災害が起こらないように

すること」（伊方原発最判）が求められる。津波に対する原子炉施設の

安全性の確保という規制法制の趣旨に照らせば，「敷地高さを超える津

波の予見可能性」が認められる場合には，防護措置を講じることなく原

子炉の稼働を続けることはおよそ許されないというべきである。  

 

３ 地震学上の客観的かつ合理的根拠が問われること  

 一審被告国は，原審以来，津波の予見可能性を基礎づけるためには，「通

説的見解といえる程度に形成，確立した科学的知見」に基づくものである
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ことが必要であると主張してきた。  

 しかし，控訴審に至り，一審被告国は，統一準備書面（第６準備書面）

において，原子炉の安全規制においては，通説的見解に至っていない
．．．．．．．．．．．．

知見

であっても「審議会等の検証に耐え得る程度の客観的かつ合理的根拠
．．．．．．．．．．

によ

って裏付けられた知見」については規制に取り入れていくべきであり，（２

０～２３頁，口頭意見陳述５頁の注１参照），原子力規制機関は，そうし

た知見の有無について適時かつ適切
．．．．．．

に，調査する義務を負うとして（２３

～２４頁），従前の主張を実質的に修正するに至っている。  

 よって，本件では，「長期評価」の津波地震の想定に，地震学上の客観

的かつ合理的根拠が認められるか否かが判断されるべきこととなる。  

（１）「長期評価」の津波地震の想定の客観的な根拠の有無  

  この点，一審原告らの主張は，「長期評価」は地震学上の知見を防災

行政に生かすという地震防災対策特別措置法の趣旨に沿って，わが国を

代表する第一線の地震学者による集団的な審議を踏まえて，長期的な地

震発生可能性の評価を取りまとめたものであり，客観的な根拠を有する

ものであるというものである。  

これに対して，一審被告国は，「長期評価」は「国民の防災意識の高

揚」を目的とし地震学上否定できない知見であれば全て取り込むという

考え方に基づいて取りまとめられたものに過ぎず，原子力の安全規制に

おける防災対策において考慮すべきかという観点から審議したもので

はないとする。  

この点が，第１の主要な争点である。  

（２）「長期評価」の津波地震の想定の合理的な根拠の有無  

   ２００２年「長期評価」は，津波地震について，①「三陸沖北部から

房総沖の日本海溝寄りのどこでもＭ８クラスのプレート間地震（津波地

震）が起こりうる」という「地震の発生領域」についての判断，②「過
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去に発生した地震のＭｔ等を参考にして，Ｍ８．２前後と推定される」

という「地震の規模」についての判断，③これらの判断に基づき，「震

源域」（断層モデル）としては近代的な観測により断層モデルが確定し

ている明治三陸地震を参考にすべきである，という３つの判断をしてい

る。  

   このうち，「地震の規模」についての判断については，（「長期評価」

が過小評価しているおそれは指摘されているものの）異論はないと思わ

れる。  

「震源域」（断層モデル）についても，２００２（平成１４）年時点

において，３つの津波地震のうち，波源モデルが特定できるのが近代的

な観測結果がある１８９６年明治三陸地震に限られていたことも異論

がないところである。  

  よって，「長期評価」の津波地震の想定について，地震学上の合理性

が問われるのは，「三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄りのどこでもＭ

８クラスのプレート間地震（津波地震）が起こりうる」という「地震の

発生領域」についての判断ということとなる。現に，一審被告国も専ら

この点について「長期評価」の信頼性を批判しているところである。  

   そして，「三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄りのどこでもＭ８クラ

スのプレート間地震（津波地震）が起こりうる」という判断は，より詳

細に検討すると，次の２つの判断からなっているといえる。  

すなわち，第１には，「三陸沖から房総沖の日本海溝沿い
．．

」という全

体の領域について，（大きな津波は想定されない）「陸寄りの領域」と区

別して，（大きな津波をもたらす地震が起こり得る）三陸沖北部から房

総沖の「日本海溝寄り」という領域区分を行うべきという判断である（以

下，「陸寄りと海溝寄りを区別する領域区分の考え方」という。）。  

第２には，この「陸寄りと海溝寄りを区別する領域区分の考え方」を
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前提とした上で，既往地震が確認できるのは三陸沖と房総沖に限られる

ものの，長期的な評価としては，「三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄

りのどこでも
．．．．

Ｍ８クラスのプレート間地震（津波地震）が起こりうる」

という判断である。  

以上の２つの判断のうち，第１の，津波の危険性に着目した「陸寄り

と海溝寄りを区別する領域区分の考え方」については，「長期評価」公

表後の津波評価部会の確率論的安全評価のアンケート 2においても，決

定論に基づいて検討した第４期津波評価部会3においても当然の前提と

されていることに明らかなように，少なくとも，「長期評価」公表後に

おいては，異論がないものといえる（仮に異論があれば，確率論的安全

評価のアンケートにおいて，陸寄りと海溝寄りを区別しない領域区分の

考え方が選択肢と提示されるはずである。）。  

  よって，「長期評価」の津波地震の想定について，その根拠が問われ

るのは，結局，「三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄りのどこでも
．．．．

Ｍ８

クラスのプレート間地震（津波地震）が起こりうる」という部分に限ら

れることとなる。  

  この点については，一審被告国は，第１３準備書面において，既往地

震が確認できない領域に地震を想定することができるのは「地震地体構

造の同一性」が認められる場合に限られ，かつ，「地震地体構造の同一

性」があるというためには，既往地震のメカニズム等が特定され，かつ

既往地震の発生領域と既往地震が確認できない領域との間にそのメカ

ニズムを踏まえて同一性，近似性が認められる場合に限られると，その

主張を明示的に整理した（第２の１，２〔７～１２頁〕。以下，こうし

た考え方を，「メカニズムの解明を踏まえた『地震地体構造の同一性』

 
2  ２００４（平成１６）については甲ロ１０４，２００８（平成２０）年につい

ては丙ロ４４ 
3  甲イ４３（丙二共４０）・１４７頁 
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限定の考え方」という。）。  

  これに対し，一審原告らは，（そして地震調査研究推進本部・地震調

査委員会も）このような「メカニズムの解明を踏まえた『地震地体構造

の同一性』限定の考え方」には根拠は認められず，日本海溝寄りの津波

地震については，①津波地震が巨大な低周波地震であるところ日本海溝

寄りに低周波地震が発生する領域が認められること，②津波地震が日本

海溝においても世界においても海溝寄りの領域で固有に発生すること，

③日本海溝が南北を通じて「同一のプレート間構造」であること，④日

本海溝の南北を通じて３つの津波地震が既往地震として確認できるこ

と，⑤日本海溝南部及び世界的にも付加体の認められない海溝寄りで津

波地震が確認されていること，などを踏まえれば，「三陸沖北部から房

総沖の日本海溝寄りのどこでも
．．．．

Ｍ８クラスのプレート間地震（津波地震）

が起こりうる」と判断することには地震学上の合理的な根拠が認められ

ると主張するものである。  

  この点が，第２の主要な争点である。  

 

４ 小括  

  以上の争点の整理に加え，一審原告ら控訴審・第２９準備書面におい

て詳述した地震想定の歴史的な推移を踏まえて整理すると，以下のとお

りとなる。  
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第２ 「長期評価」の津波地震の想定は地震学上の客観的かつ合理的根拠

を有しており，技術基準省令６２号４条１項の「想定される津波」を基

礎づけるものであること  

１ 地震調査研究推進本部が策定した「長期評価」は個々の専門家の見解

とは異なる重要性を持つこと ～「長期評価」の客観的根拠～  

（１）地震本部の法令上の根拠と目的についての地裁判決の判示  

地震調査研究推進本部の策定する「長期評価」は，個々の地震学者の

見解（研究論文等）とは異なる重要性を有している。福島地裁判決（甲

イ３４）がこの点を正しく判示していることはすでに指摘したが4，重

要な点であるから，いま一度，同判決を引用しつつ論じる。  

同判決は地震調査研究推進本部の目的・性格につき以下のとおり判示

 
4 一審原告ら控訴審第１８準備書面４８頁以下。  

地震想定についての考え方の整理

大きな津波をもたらし得る「海溝寄り」
と、大きな津波は想定されない「陸寄
り」を区分する

日本海溝のどこでも津波地震が起こ
り得るとの考え方

過去の地震が確認できる既往地震
＋波源の不確定性を踏まえて位置の
パラメータスタディを行う

１９９８年・「７省庁手引き」
「４省庁報告書

× 〇

１９９８年・東電推計 × 〇

２００２年「津波評価技術」 〇

２００２年「長期評価」 〇 〇
２００４年・津波評価部会・ア
ンケート 〇 優勢

２００８年・津波評価部会ア
ンケート 〇 優勢

２００８年・東電推計 〇 〇

２００８年・日本原電推計 〇 〇
２０１０年・第４期津波評価
部会 〇 〇

２０１１年・本件地震 「海溝寄り」で津波地震が発生
既往の津波地震のない宮城県沖・福
島県沖で大きなすべり量となりこれ
が１０ｍ盤への遡上をもたらした。
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している。  

「地震本部は，平成７年の阪神・淡路大震災を機に，『地震による

災害から国民の生命，身体及び財産を保護するため……地震に関

する調査研究の推進のための体制の整備等について定めることに

より，地震防災対策の強化を図り，もって社会の秩序の維持と公

共の福祉の確保に資すること』を目的として制定された地震防災

対策特別措置法に基づき，文部科学省に設置され，『地震に関する

観測，測量，調査又は研究を行う関係行政機関，大学等の調査結

果等を収集し，整理し，及び分析し，並びにこれに基づき総合的

な評価を行うこと』をつかさどり（同法７条２項４号），平成１１

年４月２３日付け『地震調査研究の推進について』に基づき，海

溝型地震の発生可能性について，海域ごとに長期的な確率評価を

行っている。」（甲イ３４・８１頁）  

地震本部は，地震についての単なる研究機関ではない。調査研究の成

果を収集・整理・分析
．．．．．．．．

し，国の地震
．．

防災対策の強化に役立てるための総
．．．．．．．．．．．．．．．．

合的な評価
．．．．．

を行う国の機関である。  

地震本部は，この目的を達成するため，多数の専門家により構成され

る地震調査委員会・部会（長期評価部会等）・分科会（海溝型分科会等）

を設置していた。また，専門家らの活動を支えるための地震学に関する

専門知識を有する事務局，これらの活動を支える財政的な基礎をも有し

ていた。5 

（２）「長期評価」の信頼性についての各地裁判決判示の妥当性  

さらに同福島地裁判決は，地震本部の上記の目的・性格を踏まえつつ，

「長期評価」の信頼性について以下のように判示している。  

 
5  地震本部の体制については一審原告ら第７準備書面（第２分冊）５２頁で，目

的と性格については同５４頁～５７頁で詳述したとおりである。  
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「『長期評価』は，地震防災対策特別措置法という法律上の根拠に基

づき，想定される地震の長期評価を行う使命をもって組織された地震本

部地震調査委員会が，同委員会長期評価部会海溝型分科会での専門的研

究者（『長期評価』作成当時，海溝型分科会での議論に加わった地震学

者として，島崎邦彦，阿部勝征，安藤雅孝，海野德仁，笠原稔，菊地正

幸，鷺谷威，佐竹健治，都司嘉宣，野口伸一など。甲Ｂ２４９参考資料

２頁，証人都司①２３～２４頁）による議論を経て取りまとめたもので

あるから，特にその信頼性を疑うべき根拠が示されない限り，研究会で

の議論を経て，専門的研究者の間で正当な見解であると是認された知見

であり，単なる一研究者の見解や，任意の研究者グループの見解をまと

めたものではない。  

後に見るとおり，『長期評価』の内容については個別に異論が出され

ている部分があるが，自然科学の分野においては，たとえ学界の通説で

あったとしても，異論が出されることはあり得るものであって，科学的

根拠を否定すべき事情が明らかになった場合を除き，単に異論が存在す

ることのみによって，『長期評価』の信頼性が失われるものとはいえな

い。このように，『長期評価』は，法律上の根拠に基づき設置された会

議において，専門家の議論を経て作成されたものであって，その会議の

設置の目的にも照らせば，『規制権限の行使を義務付ける程度に客観的

かつ合理的根拠を有する科学的知見』であると認められる。」（甲イ３

４・８９～９０頁）6  

 
6  松山地方裁判所判決（甲イ４５・２０１９〔平成３１〕年３月２６日）が，本

件における津波の予見可能性について「予見対象津波が到来することついての客

観的かつ合理的根拠を有する知見が存在し，その知見が依拠する調査，資料等の

客観性やそれらに対する評価・推論の合理性等が，大学その他の機関の研究者ら

多数の専門家やその集団等によって検証されるなどして，相当程度の信頼性を獲

得していると評価されていることで足りる」と判示していることについては，控

訴審第１８準備書面１８頁で既述した。 

そして，「研究者ら多数の専門家やその集団等によって検証」する場が，正に
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個々の地震学者は，「真理を探究する」という理学の使命を踏まえ，

学問的営為として，自ら仮説を提供し，調査・研究により仮説の検証（理

学的真実の探求）を行い，その成果を論文や学会で発表して専門家とし

ての独自性を追求する。既に明らかになっている知見や他人と同じこと

を述べても理学者としての存在意義はないからである。  

これに対して，地震本部の目的は，研究成果の集約と地震防災対策の

ための総合的評価であり，地震本部の各会に集まった地震学者らは地震

の調査・研究成果から地震防災対策に活かせる知見を共通項として抽出

し，取りまとめるために議論し，尽力する。「真理のたゆまぬ探究」に

向けての学会等での自由な発表や議論とは異なり，「防災対策への活用」

という実践的な目的のための議論と集約がなされるのであって，このよ
．．．

うな場は地震本部の他に存在しない
．．．．．．．．．．．．．．．．

。  

従って，地震本部の「長期評価」を個々の専門家の見解（知見）と同

列に置いた上で，「異論があるから信頼性がない」という類の議論（い

わば「裸の知見論」ともいうべき議論）は，そもそも法令に定められた

地震本部の目的・性格や，「長期評価」の成り立ちを理解しないという

点において，根本的に誤っている。  

福島地裁判決以外にも，東京地裁判決（甲イ３６）では，上記の地震

本部の目的及び「長期評価」の成り立ちを踏まえ，「本件長期評価は，

そもそもの性格からして，一学者の論文等とは防災上の重要性を全く異

にするものであり，相当な権威のある機関や専門家等によって相当な手

続によって出された見解である」（同判決３１８頁）等と判示する他，

松山地裁判決（甲イ４５）でも，「長期評価」の取りまとめの経緯や各

分科会での地震学的知見に基づく議論状況を詳細に認定した上で，「長

期評価」が「個々の学者の論文等とは異なり，多数の専門家による検証

 

地震本部（とりわけ海溝型分科会）であり，他にそのような場は存在しない。  
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を踏まえた相当程度の信頼性を有する」見解として，客観的根拠を認定

しているところである（同判決９４頁）。  

以上のとおり，福島地裁判決（甲イ３４）をはじめとする東京，松山

等の各地裁判決は地震本部の目的や性格，「長期評価」の成り立ちを正

しく指摘した上で，「単に異論が存在することのみによって，『長期評価』

の信頼性が失われるものとはいえない」と明言し，「裸の知見論」と明

確に一線を画しているのであって，ごく妥当というべきである。  

（３）「長期評価」は「科学的根拠を記載していない」との主張について  

一審被告国は，「長期評価」は「新たな考え方」であるのに「科学的

根拠を記載していない」と主張する（統一準備書面５４頁）  

しかし，これは前述した地震本部の目的や「長期評価」の成り立ちを

正しく理解しないことからくる，誤った議論である。  

個々の地震学者の論文や研究では，新たな仮説を提示する場合も，仮

説を実証する場合も，根拠となる理学的事実あるいは事実に基づく推論

の過程を提示することが不可欠である。  

しかし，「長期評価」は，防災対策に活用するため，それまで蓄積さ

れてきた過去の地震についての科学的知見を専門家の集団的な議論を

通じて集約・整理し，将来の地震を予測し，その結論を提示するもので

ある。すなわち，「長期評価」は学術論文ではなく，地震防災対策特別

措置法に基礎を置き，地震調査研究推進本部という国家機関が作成・公

表する行政文書である。防災対策への活用を目的に作成された「長期評

価」の本文中に，個々の地震の評価が細々と書かれていないからといっ

て，信頼性を失わせる根拠とならない。  

２００２年「長期評価」が客観的かつ合理的根拠を有することは，そ

の策定にあたった海溝型分科会が第一線の地震学の専門家により構成

されていること，及び同分科会での高度かつ充実した議論を記録した議
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事録（論点メモ）によって，十分確認することができる。7  

そして，都司嘉宣氏（原審福島地裁），島崎邦彦氏・佐竹健治氏（千

葉地裁）の３名の専門家証人の尋問を通じて，「長期評価」の客観的か

つ合理的根拠は十分に明らかになったといえる。  

（４）「長期評価」を個々の専門家の見解と同列に扱う誤りについて  

  これに対し，一審被告国は，原審において専門家（ただし地震学者で

ない者を多数含む）の意見書を多数提出することによって，「長期評価」

への異論が趨勢であったと主張してきた。  

  しかし，そもそも一審被告国が原審において作成を依頼しこれに応じ

て作成された「専門家」の各意見書は，いずれも，原審における一審被

告国の主張の立証として，すなわち「津波の予見可能性を基礎づけるた

めには，『通説的見解といえる程度に形成，確立した科学的知見』に基

づくものであることが必要である」ところ「長期評価」はこの「通説的

見解といえる程度に形成，確立した科学的知見」には当たらないという

立証のために作成されたものに過ぎない。  

すなわち，一審被告国の提出する「専門家」意見書は，そもそもの出

発点からして，「長期評価」に地震学上の客観的かつ合理的根拠が認め

られるか否かという判断基準に基づいて作成されたものではない。  

前記福島地裁判決が判示したとおり，２００２年「長期評価」は，海

溝型分科会において地震学の専門家らの議論を取りまとめて策定され

たものであり，「特にその信頼性を疑うべき根拠が示されない限り，研

究会での議論を経て，専門的研究者の間で正当な見解であると是認され

た知見であり，単なる一研究者の見解や，任意の研究者グループの見解

をまとめたものではない。」のであり，「科学的根拠を否定すべき事情が

 
7  この点は，都司（福島地裁），島﨑・佐竹（原審千葉地裁）各氏の証言でも確認

されているところである。  
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明らかになった場合を除き，単に異論が存在することのみによって，『長

期評価』の信頼性が失われるものとはいえない」のである。  

  一審被告国自身も，通説的見解でなければならないという主張を事実

上撤回していることは，すでに確認したとおりである。8 

  以上より，個々の「専門家」の意見書に依拠して「長期評価」の客観

的かつ合理的な根拠を否定しようとする一審被告国の主張には，根拠が

ないというべきである。  

 

２ ２００２年「長期評価」の合理的根拠について  

（１）地震学の知見の進展を踏まえた「津波地震」の定義の合理性  

２００２年「長期評価」は，「津波地震」について，「断層が通常より

ゆっくりとずれて，人が感じる揺れが小さくても，発生する津波の規模

が大きくなる地震のことである。この報告書では，Ｍｔの値がＭの値に

比べ０．５以上大きい（阿部，１９９８参照）か，津波による顕著な災

害が記録されているにも係わらず顕著な震害が記録されていないもの

について津波地震として扱うことにした」と定義している（甲ロ５０，

３頁の注２）。  

これは，津波地震に関する過去の知見とその進展9を踏まえた上で，

観測数値に基づき区別可能な基準（阿部）と，観測数値が明らかではな

い歴史地震からも津波地震を評価しうる基準を総合した定義である（甲

ロ１３１・都司嘉宣証人第１調書１２１～１４３頁）。  

津波地震が発生するメカニズムについては，当時様々な見解（一審被

告国が強調する海溝付近の付加体による説明もその一つである）が出さ
 

8  一審原告ら控訴審第１７準備書面８頁，同第１８準備書面１６頁。  
9  近代的観測に基づく研究と歴史地震研究のそれぞれにおいて，津波地震の知見

が進展してきた経緯については，控訴審第７準備書面（第 2 分冊）２２頁「（２）

『津波地震』の知見の進展と津波数値解析手法の発達について」で詳述したとお

り。  



20 

 

れていたが，いずれも仮説の段階にとどまっており10，「長期評価」にお

ける「津波地震」の定義には含まれていない。  

前述のとおり，「長期評価」は，防災対策に活用する目的で地震本部

が作成・発表する想定地震の長期的な評価である。顕著な震害が生じて

いないのに巨大津波による甚大な被害が生じる特徴的な地震が，歴史時

代においても近代的観測以後にも生じている以上，その共通点に着目し

て「津波地震」を定義し，過去の地震を評価し，将来の地震を予測する

のは当然かつ合理的である。  

（２）「長期評価」における津波地震についての３つの判断  

  ２００２年「長期評価」は津波地震について，①「三陸沖北部から房

総沖の日本海溝寄りのどこでもＭ８クラスのプレート間地震（津波地震）

が起こりうる」という「地震の発生領域」についての判断，②「過去に

発生した地震のＭｔ等を参考にして，Ｍ８．２前後と推定される」とい

う「地震の規模」についての判断，③これらの判断に基づき，「震源域」

（断層モデル）としては近代的な観測により断層モデルが確定している

明治三陸地震を参考にすべきとしている。  

  この点，一審被告国は，「明治三陸地震と
．．．．．．．

同様の津波地震
．．．．．．．

が三陸沖北

部から房総沖の日本海溝寄り領域内のどこでも発生する可能性がある

とする」のが「長期評価の見解」であると繰り返し主張している。しか

し，「長期評価」の津波地震についての３つの判断のうち，明治三陸地

震と特定して直接に関連付けがなされているのは，３つ目の「震源域」

（断層モデル）のみであり，「地震の発生領域」や「地震の規模」に直

接の関連付けはなされていない。  

「
．
明治三陸地震と
．．．．．．．

同様の津波地震
．．．．．．．

」という言い回しを用いた一審被告

 
10  一審原告ら控訴審第１８準備書面２１頁～２２頁において，刑事事件における

松澤暢氏の証言も引用しつつ詳述したとおり。  
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国の主張は，あたかも，「長期評価」が１８９６年明治三陸地震タイプ

の津波地震（海溝付近に付加体があり沈み込むプレートに凹凸がある領

域で生じる津波地震）が日本海溝寄りのどこでも発生すると判断したか

のようにミスリードする，誤った主張である。  

（３）「地震の発生領域」についての判断の合理的根拠について  

「長期評価」の３つの判断のうち，「地震の規模」についてＭｔ８．２

と推定したこと，および「震源域」（断層モデル）について明治三陸地

震の波源モデルを参考とすべきとしたことの合理性については，実質的

に争いがない。11 

また，津波防災を検討する前提に立つ限り，「日本海溝沿い」について

も，大きな津波をもたらす地震が想定される「海溝寄り」の領域と，大

きな津波をもたらす地震が想定されない「陸寄り」の領域を区別するこ

とについても，少なくとも「長期評価」公表以後においては，異論はな

いといえることは既に述べたとおりである。  

そこで，以下では，「地震の発生領域」についての「長期評価」の判

断のうち，特に，福島県沖等，既往地震が確認されていない領域を含め

「どこでも
．．．．

起こり得る」との判断の合理的根拠について，一審原告らの

主張をア～オに整理し確認しておく。  

ア 津波地震が巨大な低周波地震であること 

津波地震が海溝寄りの巨大な低周波地震であるとの知見が２００

２年「長期評価」以前に確立しており，「長期評価」策定の基礎にな

っていることは，すでに詳細に主張・立証したとおりである（甲ロ１

３１都司嘉宣証人第 1 調書１２１～１３１，島崎邦彦証人第１調書９

頁，和達清夫論文〔１９２８年，甲ロ１６４〕，金森博雄論文〔１９

７２年〕，深尾・神定論文〔１９８０年，甲ロ５７の１～２〕）。  

 
11  この点は一審原告ら控訴審第１８準備書面４２頁～４８頁で詳述のとおり。  
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深尾・神定論文については，地震学者の松澤暢氏も刑事事件での証

言において，同論文を非常に有名であると述べ（丙ロ１８７の１，調

書７４頁），同論文を引用した自身の２００３年論文について，「低周

波地震に注目していたのは深尾・神定があって…（中略）…１８９６

年と同じような特徴を持つところが福島県沖南部から茨城県沖にあ

って…（中略）これは，もしかして何か関係あるかもしれない」と考

えて論文を作成した旨を証言している（同調書１１３頁）。  

イ 津波地震が日本海溝でも世界的に見ても，海溝寄りで固有に発生し

ていること 

   近代的観測が可能になって以降に発生した明治三陸地震（１８９６

年），アリューシャン地震（１９４６年），ニカラグア地震（１９９２

年），ジャワ地震（１９９４年），ペルー地震（１９９６年）等の津波

地震は，地震計記録や験潮所の津波波形の分析により，いずれも海溝

軸近傍のプレート境界で起こっていることが確認されている（甲ロ１

１２，谷岡・佐竹「津波地震の発生メカニズム」３４９頁）。  

ウ 日本海溝は南北を通じてプレート境界の構造に同一性があること 

２００２年「長期評価」は，津波地震について「過去に知られてい

る１６１１年の地震および１８９６年の地震は，津波数値計算等から

得られた震源モデルから，海溝軸付近に位置することが判っている…

（中略）…しかし，過去の同様の地震の発生例は少なく，このタイプ

の地震が特定の三陸沖にのみ発生する固有地震であるとは断定でき

ない。そこで，同じ構造
．．．．

をもつプレート境界の海溝付近に，同様に発

生する可能性があるとし，場所は特定できないとした（以下略）」（甲

ロ５０・１９頁）とする。  

上記の「同じ構造」の意味について，海溝型分科会主査であった島

﨑邦彦氏は，「プレートとしては…（中略）…沈み込んでから余り相
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対的にいえば時間がたってない，そういうところにある。それは
．．．

，
．
北
．

から南までみんな同じ
．．．．．．．．．．

ですので，ここで津波地震が起きているからど

こかは起きないだとか，そういうことは言えない，どこでも同じよう

に起こる可能性をもっている（以下略）」（丙ロ１８６の１，島﨑調書・

通頁５９～６０頁）と述べ，同分科会の委員であった阿部勝征氏も「連
．

続した１つのプレートであるので
．．．．．．．．．．．．．．．

，三陸沖で起きた津波地震は，その

隣の福島沖や茨城沖でも起きるだろうと考えました。」（甲ロ２２０・

４頁）と同趣旨を述べている。12 

エ 日本海溝寄りに過去に３つの津波地震が発生していること 

   「長期評価」を策定した海溝型分科会では，地震学の専門家による

充実した議論・検討を経て，日本海溝寄りの領域で過去に３つの津波

地震が発生したと評価した。  

その際，異なる意見（例えば１６１１年慶長三陸地震の発生位置に

つき北海道とする佐竹氏の異論，１６７７年延宝房総沖地震は陸寄り

で発生したとの石橋克彦氏の異論等）についても丁寧な議論・検討が

なされ，歴史資料に基づき，根拠をもってこれを退けている。こうし

た議論の過程は，島﨑邦彦氏・都司嘉宣氏・佐竹健治氏の証人尋問を

通じて具体的に明らかにされ，議事録や関連論文も書証として提出さ

れているところである。  

オ 日本海溝でも，世界的に見ても，津波地震は海溝寄りの付加体のな

い領域でも発生していること 

 （ア）控訴審における最重要の争点 

一審被告国は本控訴審において，２００２（平成１４）年当時津波

地震は特殊な海底構造でのみ発生するとの考え方が支配的であった
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

と特に強調して主張し，この点が控訴審の最重要の争点となった。  

 
12 一審原告ら控訴審準備書面（１０）６頁～９頁他。 
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しかし，ペルー地震（１９６０年），ニカラグア地震（１９９２年）

など，海溝付近に付加体が形成されていない領域でも津波地震が発生

しているとの知見が，２００２（平成１４）年当時すでに明らかにな

っていたことを，今村文彦氏が証言で認めており（丙ロ１７９の１・

今村調書５０～５１頁），佐竹・谷岡・今村各氏の当時の論文からも

確認できる（谷岡・佐竹・甲ロ１１２・５７７頁，今村・甲ロ２２１・

５４０頁，今村・甲ロ１１５・４０４頁本文及び４０１頁の図１）。  

また，海溝型分科会においては，延宝房総沖地震について，歴史地

震研究の成果を踏まえ，宮城県の岩沼においても甚大な津波被害が記

録されていることなどについての詳細な議論を経て，日本海溝寄りの

津波地震であると判断している。  

以上のとおり，日本海溝でも，また世界的に見ても，津波地震は海

溝寄りの付加体のない領域でも発生していることが「長期評価」策定

の２００２（平成１４）年当時，明らかになっていたのであり，一審

被告国の主張はおよそ事実に反することが明らかとなった。  

今村証人も，１６７７年延宝房総沖地震はペルー地震やニカラグア

地震と同様に，海溝付近に付加体が形成されていない場所で発生した

津波地震であると証言した（丙ロ１７９の１・今村調書通頁５０～５

１頁）。13 

（イ）東電経営陣の刑事事件判決における重大な事実誤認について 

この争点について，東京電力経営陣の業務上過失致死傷が問われた

刑事事件判決において，近時，看過できない重大な事実誤認の判断が

なされているので，以下，やや紙幅を割いて必要な批判を加えておく。 

刑事事件の判決要旨は，以下のように述べる。  

 
13  この点は今村尋問における最重要の箇所の一つであり，一審原告ら控訴審第１

７準備書面１７頁～２０頁で証言内容を引用しつつ詳述した。  
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「津波地震の中には中南米で発生した１９６０年のペルー地震

や１９９２年のニカラグア地震のように付加体を形成していな

い又は大規模な付加体の存在が報告されていない領域を津波波

源とするものもあるが
．．．．．．

，上記のように付加体が津波地震の発生

に影響を与えていることを指摘する知見は，平成１５年当時の

研究で大勢を占めており，本件地震発生当時においても津波地

震を説明する代表的なモデルであり，付加体の存在と津波地震

の発生が関連していることは地震学者の間で広く共有されてい

た」  

「『長期評価』は，平成２１年３月に公表された一部改訂版を含

め，この点に対する応答を示していなかったのであるから，Ｍ

ｔ８．２前後の津波地震が海溝寄り領域内のどこでも発生する

可能性があるとしたことについて，本件地震発生前の時点にお

いて，十分な根拠を示していたとはいい難い。」  

しかし，上記の事実認定は以下に指摘するとおり，重大な誤りを幾

重にも犯している。  

第 1 に，津波地震がペルー（１９６０年）やニカラグア（１９９２

年）のように付加体の形成されていない，あるいは大規模な付加体の

存在が報告されていない領域でも発生しているという事実について，

刑事判決は「…ものもあるが」の一言で片づけ，自身の判断（付加体

の有無が津波地震の発生に影響する）との整合性について，何の説明

もしていない。  

付加体のない海溝沿いでも津波地震が発生しているという事実か

らは，付加体の有無は津波地震の発生に影響しない
．．．

，又は付加体のな

い領域でも津波地震が起こり得るという，刑事判決の判示とは真逆の

結論が導かれるはずである。刑事判決は，自身の目指す結論にとって
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不都合な証拠と事実について，事実上無視しているのである。  

第２に，刑事判決は，「付加体が津波地震の発生に影響を与えてい

ることを指摘する知見は，平成１５年当時の研究で大勢を占めて」い

たとするが，これは根拠とされた２００３（平成１５）年の阿部勝征

氏の論文（甲ロ５８）の誤読というしかない。  

すなわち，刑事判決の上記判示は，上記阿部論文の３４２頁におい

て「このような（津波地震に関連する。引用注）現象を付加堆積物の

テクトニクスや物性に関連づけて説明しようとする動きが最近の研

究で大勢を占めてきた」に基づいている。しかし，同論文は，この直

前において「津波地震の発生メカニズムについての研究は進んでいる

が，現象自体が希なこともあって全体像が明らかにされたというには

まだ至っていない」としている。同論文の「はじめに」においても，

「津波地震の事例が少ないために，その全体像が明らかになったとは

いえない」（３３７頁）としており，付加体に関連付ける仮説を含め

てメカニズムの解明に至っていないことを繰り返し確認している。そ

の上で，同論文は「最近の研究
．．．．．

はプレート境界堆積物の破壊を示唆す

るものが多い
．．

」（３３８頁）とも指摘している。要するに，同論文の

「最近の研究で大勢を占めてきた」との記載は，付加体に関連付ける

「研究の発表が増えている」ということを示しているに過ぎないので

あり，これら「研究」によって津波地震のメカニズムが付加体による

ものであると解明されたとか，付加体説が学会の共通認識になったこ

となどを示したものではない（このことは，同じ論文の別の箇所にお

いて阿部氏自身が，付加体のない領域において発生した１６７７年延

宝房総沖地震について「津波地震と判断するのは妥当である」〔３４

１頁左側中段〕と明言していることからも確認できるところである。）。 

第３に，刑事判決は，１６７７年延宝房総沖地震の存在については
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言及すらしないまま無視している。  

日本海溝寄りの南部においては海溝付近に付加体が存在しないと

いう点で，争いはない。その南部においても，津波地震であるとされ

る延宝房総沖地震が発生しているという事実からは，当然，付加体の

有無は津波地震の発生に影響しない
．．．

との結論が導かれるはずである。 

指定弁護士もこの点を重視して，例えば，松澤暢証人に以下のよう

に反対尋問している。やや長くなるが，島崎・都司・佐竹各氏と並ん

で理学者（地震学者）である松澤氏による証言であり，内容的にも重

要であるから，引用する。  

「先生は，いわゆる松澤・内田論文を書かれた当時は，未固結の 

堆積物が津波地震のメカニズムに影響するんではないか，そう

いう考えをお持ちだったということですか  

    そうですね，それ以外にきれいに説明するモデルがなかっ

たというのが正直なところだと思います。  

  先ほど出た延宝房総沖なんですけれども，延宝房総沖，波源域，

はっきり出しておりませんが，この図（引用者注：本準備書面

で前掲の鶴論文の図を指す）で言えば，大体この１１から１４

の辺りで発生したと，ここは，先生はそういう理解でよろしい

んですか。  

    そういう図を書いたことはありますが，それがどのぐらい

の精度があるかということに関しては，あんまり知識を持

っていません。  

いずれにしても北の未固結の堆積物の状況とは違う場所が，震

源域だということは間違いないですね。  

そうですね。ただ，房総沖という意味では，もっと南であ

っても多分おかしくはないんだろうなとは思っていまし
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た。  

     そうしますと，未固結の堆積物が津波地震に影響した
．．．．．．．．．．．．．．．．．

という考

え方は，延宝房総沖が津波地震だということの前提に立つと，

少しそのメカニズムが違うということになるんでしょうか。  

        そうですね。日本海溝に沿っては未固結の堆積物が，非

常に相関に見えたのは三陸沖。世界的に見ても津波地震

が，そんなによく分かっているわけではないので，先ほ

ど申し上げたように東北なんて非常によく調べられてま

すので，それで初めてこういう研究が可能になったと。

だから非常に慎重な言い方をすると，津波地震の特徴と
．．．．．．．．

して
．．

，
．
未固結の堆積物だけで説明していいのかというの
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

はおっしゃるとおり
．．．．．．．．．

，
．
また新たな間違いをする可能性は
．．．．．．．．．．．．．．．

ある
．．

ということを自戒する必要があると思っています。」 

           （引用終わり。丙ロ１８７の１，１０３頁）  

以上引用のとおり，刑事事件における弁護側の重要証人である松澤

氏が，反対尋問において，未固結の堆積物（付加体）のない日本海溝

寄り南部でも津波地震（１６７７年延宝房総沖地震）が発生している

こと，付加体の有無だけで津波地震の発生を説明できないことを認め

ていることは重要である。しかるに刑事判決は，この事実に全く言及

することなく，「付加体の存在と津波地震の発生が関連していること

は地震学者の間で広く共有されていた」と結論しているのであり，証

拠や証言を無視した重大な事実誤認と言わねばならない。  

第４に，もし刑事判決の判示するとおり，「付加体が津波地震の発

生に影響を与えていることを指摘する知見」が「大勢を占めて」いた

のであれば，２００２年「長期評価」策定過程の議論において佐竹氏

が，その旨意見表明し，議論や結果に影響を与える筈である。  
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しかし，実際には佐竹氏を含め海溝型分科会において付加体の有無

が津波地震の発生に影響するという意見は全く出ていない（この点は，

海溝型分科会の論点メモにより確認できる。甲ロ５１の１～６）。  

第５に，付加体説を支持する松澤暢氏自身が付加体説を一つの仮説

にとどまると明言している。  

すなわち，松澤氏は，刑事裁判における尋問において，津波地震の

定義として「地震動から推定される規模の割に津波が大きい地震」と

定義されるとしたうえで，佐竹健治氏らの研究によって，「海溝付近に

発生することが多いということは昔から知られてました」と証言する

（丙ロ１８７の１・証人調書の頁で６４～６５頁。証言用スライド１

０７頁）。  

 その上で，「佐竹先生らの研究によって，津波の波長が非常に短いと

いうことも分かってきました。つまり，これは海溝付近の狭い範囲で

大きな津波を生じていることを意味します。」とする（同調書６５頁）。  

 そして，海溝付近のプレート境界はわずか５度程度の低角であるこ

とからすれば，縦方向で大きな振幅が必要とされる津波地震となるた

めには，「非常に狭い範囲に非常に大きな滑りを集中させなければいけ

ない」こととなるとする。しかし，「非常に狭い範囲に非常に大きな滑

りを集中させる」という想定は，「余りにも常識とはかけ離れているよ

うに思えたので，多くの人がいろんなアイデアを出していた
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

わけです。」

とする。  

 松澤証人は，多くの人が出していた「いろんなアイデア」のうち，

「私として知っている主要なアイデアを４つ挙げています。」として，

証言用スライド１０８頁に「３．１１前のアイデア」として４つの考

え方を紹介し，あくまで「アイデア」として付加体に基づく津波地震

のメカニズムについての仮説を紹介・コメントしている（同証人調書
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６５～７１頁）。  

 さらに，松澤氏は，松澤氏が整理・紹介した２００２年当時の津波

地震の「４つのモデル」について，裁判官が「学会の中では，割と一

般的に言われていたことというふうに聞いてよろしいんでしょうか」

と尋ねたのに対し，「一般的かどうかは分からないです，正直。その問

題意識があった人となかった人が多分いたろうと思うんです」と証言

している（調書１１５頁）。  

 松澤証人は，さらに，付加体の存在が津波地震の発生に関連すると

する佐竹健治氏らの見解の信頼性について次のとおり証言する。  

「三陸沖の津波地震に関してはこういう原因でもって起ったんじゃ

ないかという話は幾つかあった
．．．．．．．．

わけですね。だけど，それが正しいか
．．．．

どうかは分からない
．．．．．．．．．

わけです。そのモデルに従えば，福島沖はどうも

津波地震が起こらないように見えるわけです。先ほどの付加体の話
．．．．．

で

すけれど。  

だけれど，そのモデルは正しいという証拠もないわけですね。…実

際，これまでいろいろあって，仮説としてはあるんだけれども，まだ

確定はしていないから評価の中では
．．．．．．

ちょっと使えないねという話は何
．．．．．．．．．．．．．．．

回かあった
．．．．．

ように記憶しています。それと同じようなことで，先ほど

の付加体の議論は私自身は非常にもっともらしいと思いましたけれど

も，評価として使うレベルまでいっているかと言われると
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

，
．
多分
．．

，
．
多
．

くの委員はちゅうちょした
．．．．．．．．．．．．

んだろうなというふうに理解しました。」と

証言している（同証人調書８５～８６頁）。  

 すなわち，津波地震の発生を海溝軸付近の付加体の存在と関連付け

るメカニズムを提唱した佐竹氏らの見解について，これを比較的に支

持する松澤氏においても，あくまで付加体に基づくメカニズムの説明

を一つの「仮説」に過ぎないとし，かつ将来における地震発生の評価
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には「使えない」としているのである。  

つまり，付加体論は複数あるモデルの一つとして提起されていたに

過ぎず，そもそも問題意識がない専門家もおり，「大勢を占めて」い

たなどとはおよそいえない状況だったのである。刑事判決は，裁判所

自身が質問により引き出した証言内容をも無視して，付加体論が「大

勢を占めていた」と強弁しているのである。  

原審および本控訴審における攻撃防御の到達点から見れば，前述の

刑事事件判決の判示は「周回遅れ」ともいうべき誤った判断であるが，

本控訴審が，万が一にもこのような事実誤認に影響されることのない

よう，念のため指摘しておく。  

（４）「長期評価」が客観的かつ合理的根拠を有することを示す諸事実  

２００２年「長期評価」が客観的かつ合理的根拠を有していることに

ついては，「長期評価」策定前後の以下の諸事実によって確認すること

ができる。  

ア 「４省庁報告書」「７省庁手引き」の波源想定 

   農水省，建設省等により１９９７（平成９）年に作成され翌年公表

された，「７省庁手引き」及び「４省庁報告書」（甲ロ１５，甲ロ１７）

は，一般防災の津波対策において想定すべき津波について，①既往最

大に限らず想定される最大の地震により生じる津波にも備えるべき

ことを明記し，②過去に大きな津波を伴う地震が発生していない領域

を含め日本海溝沿いに想定地震の波源を網羅すべきとし，特に，③地

震が小さくとも大きな津波を生じる津波地震に配慮すべきとした。14 

   「７省庁手引き」，「４省庁報告書」は，（津波対策が中心であるに

もかかわらず）日本海溝寄りと陸寄りの領域を区別せず，（主に地震

動を念頭に置いた）萩原マップに依拠して領域分けをしている点では

 
14 一審原告ら控訴審第１８準備書面２７頁他。 
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（２００２年「津波評価技術」と同様）不十分であるが，上記のよう

な考え方（想定最大，波源モデルの網羅的設定，津波地震への配慮）

が，すでに１９９０年代後半に津波の一般防災に関する行政文書とし

て示されていた事実は，後に策定される２００２年「長期評価」の信

頼性を根拠づけるものである。  

 イ 電気事業連絡会が「想定最大」の考え方を受け入れ，一審被告東京

電力も津波試算を実施していること 

   「７省庁手引き」「４省庁報告書」の公表を受け，一審被告東京電

力を中心とする電気事業連合会（電事連）も，「想定最大」の考え方

を受け入れざるを得なくなった。  

一審被告東京電力は，４省庁報告書の想定波源（Ｇ２－３やＧ３－

２）に基づく津波試算を実施している（甲ロ３３，甲ロ１７１）。15 

これは，既往津波からは想定されない領域にも想定波源モデルを設

定する考え方が電力事業者においても採用されていたことを示すも

のであり，後の２００２年「長期評価」の信頼性を根拠づけるもので

ある。  

 ウ 土木学会津波評価部会の２度のアンケートについて 

２００２年「長期評価」策定後に開かれた土木学会・津波評価部会

が，２００４（平成１６）年，２００８（平成２０）年の二度にわた

り実施した重みづけアンケート（甲ロ１０４，丙ロ４４）では，第１

に，日本海溝寄りを陸寄りと明確に区別した上で海溝寄りの領域につ

いて津波地震（と正断層型地震）の発生可能性を質問している。これ

は，「津波評価技術」の領域分けとは明確に異なるものであり，長期

評価の領域分けを受け入れたものである。  

第２に，アンケートの回答内容は，日本海溝寄りのどこでも津波地

 
15 一審原告ら控訴審第７準備書面（第 2 分冊）３１頁以下で詳述したとおり。  
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震が発生し得るという選択肢に「０．６５」（平成１６年地震学者合

計）又は合計で「０．６」（平成２０年）というように最大の重みづ

けがなされる結果となっている。16 

これらの諸事実も，２００２年の「長期評価」の信頼性を根拠づけ

るものといえる。  

 エ ＧＰＳ波浪計など一般防災においても「長期評価」の想定が採用さ

れていたこと 

   ２００２年「長期評価」における津波地震の想定は，  

① 一審被告国（内閣府）作成の２００３年「津波・高潮ハザードマ

ップマニュアル」において，「三陸沖から房総沖の海溝寄りプレー

ト間大地震（津波地震）」につき「３０年以内に２０％」の切迫度・

発生確率として想定すべきものとされており，｢長期評価｣による地

震想定を考慮すべきことが明記されていること（甲ロ８９・８頁） 

② 一審被告国（国土交通省，農林水産省）作成の「津波・高潮対策

における水門・陸閘等管理システムガイドライン」（丙ロ１９０）

の背景を説明した，雑誌「海岸」の記事において，「我が国におい

ては，図にあるように，東海・東南海・南海地震等の大規模地震発

生の切迫性が指摘され，･･･」として，「長期評価」の想定を基にし

た図を紹介しながら同ガイドライン策定の背景が説明されている

こと（甲ロ１９５，国土交通省河川局海岸室作成）  

③ 一審被告国作成の「東北における沖合津波（波浪）観測網の構築

検討調査報告書」において，ＧＰＳ波浪計の配置計画に「長期評価」

の想定が用いられていること（甲ロ１９２）  

など，一般防災において実用されており，万が一にも過酷事故を起こ

してはならない原子力施設における津波防災においても考慮される

 
16 一審原告ら控訴審第２９準備書面８５頁～８７頁他。 
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べきは当然であった。17 

 オ 第４期津波評価部会も陸寄りと海溝寄りを区別した上で，海溝寄り

のどこでも津波地震が発生し得るとしていること 

２００９年以降に行われた土木学会の津波評価部会（第４期）にお

いては，決定論による波源の検討が初めて主要な課題とされた。その

検討のまとめとして「海溝寄りのプレート間大地震（津波地震）につ

いては，北部と南部を分割して，各活動域内のどこでも津波地震は発

生する」とされた。同部会の委員であった今村証人は，第４期で，津

波評価部会が２００２年「長期評価」と同じ見解に至ったことを認め

ている（今村調書６２～６３頁）。  

上記事実は，日本海溝寄りのどこでも津波地震が起こり得るという

２００２年「長期評価」の判断が，専門家によって広く賛同されるも

のであったことを，改めて示したものである。18 

 

３ 小括  

  以上に整理したとおり，２００２年「長期評価」の津波地震の想定は

地震学上の客観的かつ合理的根拠を有しており，技術基準省令６２号４

条１項の「想定される津波」を基礎づけるものである。  

 

第３ 一審被告国の控訴審第１３準備書面への反論  

１ 一審被告国の第１３準備書面における主張の要旨  

 一審被告国は，第１３準備書面において，一審原告らの第１７準備書面

の主張への反論としつつ，要旨，以下のとおり主張する。  

 
17  ①～③については，一審原告ら控訴審第７準備書面（第２分冊）１７９頁～１

８３頁，同第２６準備書面１３頁～１５頁で詳述したとおり。  
18  一審原告ら控訴審第７準備書面（第２分冊）１１２頁～１１６頁，同第１８準

備書面４０頁～４１頁  
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 すなわち，  

① 既往地震が確認できない領域に地震を想定することができるのは「地

震地体構造の同一性」が認められる場合に限られ，かつ，「地震地体構

造の同一性」があるというためには，既往地震のメカニズム等が特定さ

れ，かつ既往地震の発生領域と既往地震が確認できない領域との間にそ

のメカニズムを踏まえて同一性，近似性が認められる場合に限られる

（第２の１，２〔７～１２頁〕。「メカニズムの解明を踏まえた『地震地

体構造の同一性』限定の考え方」）。  

② 「長期評価」が「三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄り」を一つの領

域として区分したのは，上記の①の「メカニズムの解明を踏まえた『地

震地体構造の同一性』限定の考え方」に基づくものではなく，こうした

観点からの議論・検討がなされていない（第２の３〔１２～１７頁〕）。 

③ １８９６年明治三陸地震，１６７７年延宝房総沖地震，１６１１年慶

長三陸地震，及びニカラグア地震やペルー地震の発生領域とそのメカニ

ズムを踏まえると，いずれも福島県沖の日本海溝寄りと「メカニズムの

解明を踏まえた『地震地体構造の同一性』」は認められない（２３頁が

その要旨。詳細は第２の４～６〔１７～２６頁〕）。  

④ なお，一審被告国は，以上の検討の前提として，一審原告らが，第１

７準備書面において「１８９６年明治三陸地震以外の波源モデルによる

想定津波をも前提とすべきである」と主張を変更したと捉えている（３

～６頁の２。ただし，この点は一審被告国の誤解である）19。 

  

 
19 実際の津波シミュレーションの実施に際しては，波源モデルが解明されている

１８９６年明治三陸地震の波源モデルが参考にされるべきものである点は，「長期評

価」も明示し，また，従前から，一審原告らが主張してきたとおりである。よって，

結果回避可能性の検討に際しても，１８９６年明治三陸地震の波源モデルを前提と

した一審被告東電の２００８年推計による津波（敷地南側でＯ .Ｐ .＋１５．７ｍの

津波高さとなる津波）を想定津波として検討がなされるべきものである。  
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以下は，一審原告らの第１７準備書面で指摘する個別の論点に関する

反論としての位置づけであるが，  

⑤ 「日本海溝寄り」において固有に低周波地震が発生する領域が認めら

れるという深尾・神定論文のみでは「長期評価」の「三陸沖北部から房

総沖の日本海溝寄り」の領域区分を基礎づけることはできない（第３の

１〔２８～３０頁〕） 

⑥ 第１期津波評価部会においては，前年から実施された電力共通研究

（高度化研究）の結果を踏まえて，専門の研究者によって議論・検討が

行われ，その結果として福島県沖の日本海溝寄りには，「メカニズムの

解明を踏まえた『地震地体構造の同一性』限定の考え方」に基づいて津

波地震は想定されないと結論づけられた（第３の２の（２）〔３３～４

１頁〕）。20 

⑦ 垣見による地震地体構造による論文は，一審原告ら指摘のように，「長

期評価」公表以前に投稿されたものであるとしても，同論文の受理審査

過程，及び「長期評価」公表後においても「長期評価」の海溝寄りの領

域区分を取り入れた改訂がなされていないので，「長期評価」の領域区

分の信用性が乏しいことを示すものであることに変わりがない（第３の

３〔４１～４４頁〕） 

⑧ 今村証人が海溝型分科会の議事録を読んでいないこと，「長期評価」

の津波地震の想定にコメントできないと発言したことは同証人の地震

想定についての証言の適格性を損なうものではない（第３の４〔４４～

４８頁〕）。  

 
20 なお，一審被告国は，第３の２（１）〔３０～３３頁〕において，そもそも原子

力の安全規制については，「津波評価技術と同様の考え方」に基づいて，「既往最大」

だけではなく，「想定される最大規模の地震・津波」まで考慮されていたのであり，

保安院が既往最大の考え方に立っていたとの一審原告らの主張に反論している。こ

の点については，一審原告ら控訴審第２９準備書面第３の２で詳述しているので，

同書面を参照されたい。  
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⑨ 「長期評価」は「国民の防災意識の高揚」を目的とするにとどまり，

原子力の安全規制における防災対策において考慮すべきかという観点

から審議したものではない（第３の５〔４８～６２頁〕）。  

⑩ 重みづけアンケートは，確率論的な手法において専門家の意見のばら

つきを再現するにとどまり，特定の見解を決定論に取り入れるか否かを

決めるためのものではない（第３の６〔６２～６６頁〕）。  

⑪ 今村証人が「第Ⅳ期（津波評価部会）で，広義（付加体の有無を問わ

ない）であれば２００２年長期評価と同じ見解に至った」と証言したの

は，平成１９年に延宝房総沖地震が津波地震を含むものであることが確

認されたことを踏まえたものであり，それを超えて１８９６年明治三陸

地震や１６７７年延宝房総沖地震の波源モデルを日本海溝の南北を通

じて想定することの合理性を認めたものではない（第３の７〔６６～６

８頁〕）。  

⑫ 「長期評価」の津波地震の評価には，科学的根拠が伴っておらず，規

制権限行使が正当化されることさえ基礎づけられないものであったの

で，保安院が審議会等における調査審議を経なかったことは不合理では

ない（第４〔６９～７２頁〕）。  

  

 以下，一審被告国の上記各主張について，必要な範囲で反論を行う。  

 

２ 一審被告国が主張する「メカニズムの解明を踏まえた『地震地体構造

の同一性』限定の考え方」が独自の見解であり地震学者の共通の認識に反

すること  

（１）一審被告国の主張  

  一審被告国は，第１１準備書面第２における主張の大前提として，そ

もそも既往地震が確認できない領域に地震を想定することができるの
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は「地震地体構造の同一性」が認められる場合に限られ，かつ，「地震

地体構造の同一性」があるというためには，既往地震のメカニズム
．．．．．

等が
．．

特定
．．

され，かつ既往地震の発生領域と既往地震が確認できない領域との

間にそのメカニズム
．．．．．

を踏まえて
．．．．．

同一性
．．．

，
．
近似性
．．．

が認められる場合に限ら

れるとする（第２の１，２〔７～１２頁〕）。  

（２）地震本部の「地震調査研究の推進について」も「メカニズムの解明」

を将来の地震想定の必須の前提とはしていないこと  

 しかし，既往地震が確認されていない領域において将来の地震想定を

検討する場合に，他の領域において発生した既往地震のメカニズムの解

明が必須の前提となるとの「メカニズムの解明を踏まえた『地震地体構

造の同一性』限定の考え方」は，一審被告国が独自に主張しているに過

ぎず，その論拠は示されていない。  

この点に関して，地震防災対策特別措置法に基づいて設置された地震

調査研究推進本部は，１９９９（平成１１）年には，地震学の知見を地

震防災行政に生かすという同法の目的を踏まえ，「地震調査研究の推進

について」（甲ロ８３）を策定して，「地震調査研究の成果を地震防災対

策に活かす方策を示す」という「長期評価」一般の策定目的と方針を明

示した。  

この「地震調査研究の推進について」においては，「当面推進すべき

地震調査研究」として，「活断層調査，地震の発生可能性の長期評価，

強震動予測等を統合した地震動予測地図の作成」を掲げ，そのうち特に

海溝型地震に関しては，「海溝型地震の特性の解明と情報の体系化」に

取り組むこととした。具体的には，日本に被害を与える可能性のある海

溝型地震に関して，①その詳細な発生位置に関する情報，②想定される

地震の規模等に関する情報，③地震の発生履歴に関する情報を明らかに

することを目標として，調査研究及び歴史的な資料，情報の体系的な収



39 

 

集，整理，分析を進めることとした。そして，こうした成果を踏まえて，

海溝型地震の発生可能性の長期的な確率評価を行うこととして，その際

には，可能な限り，数十年単位の発生可能性を与える情報を提示するこ

とが望ましいとした（甲ロ８３・１０頁）。 

防災行政に生かす海溝型地震の調査研究の取りまとめに際して，将来

の地震想定に際して既往地震のメカニズムの解明が必須の前提である

とか，メカニズムの解明された既往地震の情報に限って考慮するなどの

限定をしていないことは明らかである。  

（３）「長期評価」は，既往地震が他の領域でも想定できるとするために

は既往地震のメカニズムの解明が必須の前提であるとはしておらず，こ

れは海溝型分科会等に参加した専門家の共通認識であったこと  

ア 「長期評価」検討の過程において津波地震のメカニズムが未解明であ

ることは共通認識であり，海溝型分科会における議論においては将来に

おける津波地震の想定の評価についてそのメカニズムの解明が必須の

前提とはされていなかったこと 

地震本部の「地震調査研究の推進について」が示す基本的な方針に沿

って策定された２００２年「長期評価」においても，一審被告国が主張

するような「メカニズムの解明を踏まえた『地震地体構造の同一性』限

定の考え方」が採用されていないことは明らかである。  

すなわち，「長期評価」の津波地震の想定を基礎づける「構造の同一

性」とは，「日本海溝寄りが南北を通じて太平洋プレートが北米プレー

トに同様の形状で沈み込む同一の構造にあったこと」にあるのであり，

これに対し，地震の発生メカニズムや海底地殻構造の同一性についての

仮説は領域分けの基礎に据えることはできないと評価されていたとこ

ろである（この点については，一審原告らの第１９準備書面の第１〔５

～１０頁〕で詳述したところである。）。  
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そもそも，２００２「長期評価」の策定当時，津波地震の発生メカニ

ズムはいまだ解明されていなかった。当時においても，津波地震の発生

について海溝軸付近における付加体の存在などの特殊な海底構造と津

波地震の発生を関連付ける見解も存在したが，いずれも一つの仮説とし

て提唱されていたにとどまるものであり，地震の長期評価の基礎に据え

るに足りる信頼性が認められるものではなかった。  

一審被告国の主張するように，津波地震の発生メカニズムが解明され

ていることが，既往地震のない領域について津波地震の発生を想定し得

るか否かを検討する前提をなすものであるとすれば，２００２年「長期

評価」策定当時において，津波地震の発生メカニズムが解明されていな

いことは全ての地震学者が共通して認識していたことである以上，海溝

型分科会において既往の津波地震が発生していない福島県沖等の日本

海溝南部で津波地震の発生を想定すべきか否かという問題自体が，そも

そも検討の俎上に載ることもあり得なかったということとなる。  

また，「長期評価」においては，１８９６年明治三陸地震の発生メカ

ニズムについて一つの仮説（ホルスト・グラベン〔地塁・地溝〕構造）

を示していた谷岡・佐竹の和文論文（丙ロ５３）は参考文献にも掲げら

れていない21。海溝型分科会においては津波地震について濃密な議論が

行われたが，上記論文の執筆者佐竹健治氏は，１８９６年明治三陸地震

の同地震の発生メカニズムについての上記の仮説についても，付加体の

存否についても，一切言及していない。  

島﨑邦彦，阿部勝征，佐竹健治，都司嘉宣等の我が国を代表する一線

の地震学者は，１６１１年慶長三陸地震や１６７７年延宝房総沖地震等
 

21  「長期評価」の引用文献（甲ロ５０・３５頁）に挙げられている「Tanioka & 

Satake,１９９６」論文は，１９９６年に英文の専門学術誌に公表された１８９

６年明治三陸地震の断層モデルを津波計測記録に基づいて解明した査読を経た

著名な論文であるが，同地震の発生メカニズムについての仮説を提示した同年の

和文論文とは別である。  
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の個々の地震が津波地震と評価されるか否かについて詳細な検討を行

ったが，上記谷岡・佐竹見解も含めて津波地震の発生メカニズムについ

ての議論を行うことなく，既往の津波地震が確認されていない領域を含

めて日本海溝寄りのどこでも津波地震が起こり得ると判断できるかと

いう点について濃密な議論を行っている以上，これらの専門家の共通認

識として，「過去に既往がない領域においても津波地震の発生が想定さ

れるか否かの検討に際して津波地震の発生メカニズムの解明は必須の

ものではない」との見解で一致していたことが示されているといえる。 

イ 「長期評価」は津波地震の定義自体にメカニズムを取り込んでいない

こと 

こうしたことから，２００２年「長期評価」は津波地震の定義におい

ても，  

「『津波地震』とは，断層が通常よりゆっくりとずれて，人が感じる

揺れが小さくても，発生する津波の規模が大きくなるような地震

のことである。この報告書では，Ｍｔの値がＭの値に比べ０．５

以上大きい（阿部，１９８８参照）か，津波による顕著な災害が

記録されているにも係わらず顕著な震害が記録されていないもの

について津波地震として扱うことにした。」  

として，そのメカニズムには一切触れていない（甲ロ５０・３頁 注２）。 

なお，「長期評価」は上記の定義に続けて，「１８９６年の明治三陸地

震津波を引き起こした地震が津波地震の例として有名
．．．．．．．．．．．

である。」として

おり，１８９６年明治三陸地震タイプの津波地震が「津波地震」である

かのような限定はなされていないことが重要である 22。  

 
22  なお，一審被告国は，一審原告らの予見可能性の前提とする「津波地震」の意

義が不明確であるとする（第１３準備書面４頁）。しかし，一審原告らは２００

２年「長期評価」に基づいて津波の予見可能性を主張している以上，一審原告ら

が援用する「津波地震」の意義は，２００２年「長期評価」が明示的に定義する
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ウ 「長期評価」においては地震地体構造への言及もなくまた萩原マップ

も垣見論文も参考文献に挙げられていないこと 

なお，２００２年「長期評価」は，その全文のどこにおいても，「地

震地体構造」という言葉自体を一切用いていない。また，参考文献につ

いても，地震地体構造についての代表的論文である萩原の論文23，及び

一審被告国が援用する垣見の論文24も採用されていない。これらのこと

からも，海溝型分科会の検討においては，一審被告国が援用するような

「メカニズムの解明を踏まえた『地震地体構造の同一性』限定の考え方」

が採用されていないことは明らかである。  

以上より，一審被告国が主張するような「メカニズムの解明を踏まえ

た『地震地体構造の同一性』限定の考え方」は，海溝型分科会に参加し

た専門家の認識にも反するものというしかない。  

（４）「津波評価技術」自体も地震地体構造の同一性を絶対的な基準とは

していないこと  

  一審被告国は，「津波評価技術」において，地震地体構造の考え方が

採用されているとして，「メカニズムの解明を踏まえた『地震地体構造

の同一性』限定の考え方」が，「津波評価技術」においても採用されて

いるかのように主張する。  

しかし，「津波評価技術」は，「波源位置」（丙ロ７・１―３２頁）にお

いて，「波源設定のための領域区分は，地震地体構造の知見に基づくも

のとする。」としつつ，「日本列島周辺については，これまでに，様々な
．．．

着眼点に基づいた地震地体構造区分図が提案されている
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

。これらのうち，

海域まで区分され，津波評価にも適用しうるものとして，萩原編（１９

 

「津波地震」であることは当然である。  
23  甲ロ２００「日本列島の地震 地震工学と地震地体構造」  
24  丙ロ６６の論文の改訂前の１９９４年の論文（丙ロ６６・１頁・参考文献欄参

照）  
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９１）の地震地体構造区分図がある。」として，いわゆる「萩原マップ」

を例として挙げている。しかし，「萩原マップ」についても，「萩原編（１

９９１）の地震地体構造区分図は，地形・地質学的あるいは地球物理学

的な量の共通性をもとにした比較的大きな構造区分でとりまとめられ

ているが，過去の地震津波の発生状況をみると，各構造区の中で一様に

特定の地震規模，発生様式の地震津波が発生しているわけではない。」

として参考にとどまるのであり，過去の地震の発生状況等の地震学的知
．．．．．．．．．．．．．．．．．

見等
．．

を踏まえて領域区分が設定されるべきとしているところである。  

 すなわち，地震地体構造区分図が，将来の地震想定についての，絶対

的かつ唯一の基準となるとはしていない。  

（５）一審被告国が誤った前提に立って既往地震のメカニズムの解明状況，

そのメカニズムを前提として福島県沖日本海溝寄りとの異同を論じて

いること  

  一審被告国は，独自に定立した上記の「メカニズムの解明を踏まえた

『地震地体構造の同一性』限定の考え方」を前提として，既往の津波地

震の発生メカニズム，領域と福島県沖日本海溝寄りとの異同を論じてい

る（上記，一審被告国の主張整理の③。１６頁がその要旨。詳細は第２

の４～６〔１７～２６頁〕。）。  

  すなわち，①１８９６年明治三陸地震についてはメカニズムがある程

度特定されていたが，そのメカニズムを前提とすると，同地震の発生領

域と福島県沖日本海溝寄りについては同一性，近似性が認められない

（第２の４）。②１６７７年延宝房総沖地震については，（「長期評価」

公表後の）平成１９年にある程度メカニズムが特定されたが，フィリピ

ン海プレートの影響が想定され，結局，福島県沖日本海溝寄りについて

は同一性，近似性が認められない（第２の５）。③１６１１年慶長三陸

地震については，そもそもメカニズムが解明されておらず，「地震地体
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構造の同一性」を比較する前提を欠く（第２の５）。④ニカラグア地震

等は，沈み込むプレートそのものが異なる以上，同様に比較の前提を欠

く（第２の６），とする。  

  しかし，そもそも，上記①～④の検討の前提とする，「メカニズムの

解明を踏まえた『地震地体構造の同一性』限定の考え方」自体が，一審

被告国が独自に定立した考え方に過ぎず，海溝型分科会に参集した日本

を代表する地震学者らの共通した考え方に反するものであり，一審被告

国の上記各検討はその前提自体を誤るものとして，失当というしかない。 

（６）一審被告国の「長期評価の見解」の定義が正確性を欠くこと  

  なお，一審被告国は「長期評価の見解」として特別の概念を定立して

（第１３準備書面４頁等），その意義として「明治三陸地震と同様の地
．．．．．．．．．．．

震
．
が三陸沖北部から房総沖の海溝寄りの領域内のどこでも発生する可

能性があるとする知見」と整理している。  

しかし，この「明治三陸地震と同様の地震
．．．．．．．．．．．．

」という定義は，「長期評

価」があたかも「明治三陸地震と同様のメカニズム
．．．．．．．．

の津波地震」すなわ

ち「付加体タイプ型津波地震」が日本海溝寄りのどこでも発生するとし

ているものであるかのような誤解を招きかねない点で適当ではない。  

２００２年「長期評価」の判断過程をその記載に沿ってつぶさに検討

すれば，２００２年「長期評価」は，日本海溝寄りの津波地震の発生可

能性について，その①「地震の発生領域」についての評価，②「地震の

規模」についての評価，及びこれらの評価に基づく③「震源域」（断層

モデル）の評価というように，より分析的な検討を行っているものであ

る。そして，「長期評価」の津波地震の想定において「明治三陸地震」

と特定して直接に関連付けがなされているのは，最後の③「震源域」（断

層モデル）の評価においてのみである。「長期評価の津波地震の想定」

の核心ともいうべき「地震の発生領域」及び「地震の規模」についての
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評価は，明治三陸地震の知見を含みつつより広い知見に基づいて判断さ

れているものである（この点については，一審原告らの第１８準備書面

第２の３・２２～２６頁で詳述している。）。  

既に述べたように，「長期評価」は津波地震の発生メカニズムに関連

付けることなく将来の津波地震の発生の可能性について評価している

のであり，「長期評価」が明治三陸地震と同じメカニズム（付加体タイ
．．．．．．．．．．．．．

プ型）の津波地震が日本海溝のどこでも想定される
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

としているかのよう

に誤解されかねない一審被告国の定義は，正確性を欠くものといわざる

を得ない。  

  

３ 「長期評価」の日本海溝寄りの領域区分は「プレート構造の同一性」

に基づくものであり，地震の発生メカニズムや海底地殻構造の同一性に

ついての仮説は領域分けの基礎に据えることはできないとの判断に基

づくものであり，その判断は合理的なものであったこと  

（１）一審被告国の主張  

  一審被告国は，「長期評価」が「三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄

り」を一つの領域として区分したのは「メカニズムの解明を踏まえた『地

震地体構造の同一性』限定の考え方」に基づくものではなく，かかる観

点からの議論・検討がなされた結果ではないとして批判する（第２の３

〔１２～１７頁〕）。  

（２）「長期評価」の日本海溝寄りの領域区分は「プレート構造の同一性」

に基づくものであること  

  しかし，そもそも，「長期評価」の津波地震の想定を基礎づける「構

造の同一性」とは，「日本海溝寄りが南北を通じて太平洋プレートが北

米プレートに同様の形状で沈み込む同一の構造にあったこと」にあるの

であり，これに対し，地震の発生メカニズムや海底地殻構造の同一性に
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ついての仮説は領域分けの基礎に据えることはできないと評価されて

いたところである（この点については，一審原告らの第１９準備書面の

第１〔５～１０頁〕で詳述したところである。）。  

  よって，海溝型分科会において，付加体説等の地震の発生メカニズム

についての諸説の検討や，日本海溝の南北を通じての海底地殻構造の同

一性についての議論がなされていないことは，当然のことである。  

  なお，「地体構造」といった場合，プレートテクトニクス理論に基づ

く以上，大陸のプレートと沈み込む海洋プレートの相互関係の構造こそ

が，最も重視されるべき「地体構造」であることは論をまたないところ

である。このことは，地震の種類の大分類として，プレート運動を前提

とし，海溝型地震としての「プレート間地震」（津波地震はこれにあた

る。）と沈み込む「海洋プレート内地震」，活断層型の「地殻内地震」に

大きく区分されることからも当然のことである（例えば，丙ロ４５・佐

竹健治氏の意見書４～５頁）。  

（３）津波地震の想定においては地震の発生メカニズムに関連する可能性

がある付加体の有無や海底地殻構造の同一性の確認が必要であるとの

一審被告国の主張に理由がないこと  

  これに対して，一審被告国の「メカニズムの解明を踏まえた『地震地

体構造の同一性』限定の考え方」は，プレート間構造の同一性では不十

分であり，地震発生のメカニズムの解明と，これに関連する可能性があ

る付加体の有無や海底地殻構造の同一性の確認が必要であるとするも

のである。  

  しかし，①津波地震という特殊な地震が一般的に海溝軸寄りにおいて

発生していること，②日本海溝は南北を通じて同一の「プレート構造の

同一性」が認められ，かつ③海溝寄り寄りの南北を通じて３つの津波地

震の発生が海溝型分科会において確認されているところである。これに
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付加して，津波地震の発生メカニズムの解明とそのメカニズムに基づく

同一性，近似性の確認がなされない限り，既往地震の確認されている領

域外において津波地震が発生すると想定することはできないと限定す

る合理的な理由はない。上記①～③の論拠に加え，④津波地震が巨大な

低周波地震であるところ，日本海溝寄りの南北を通じて低周波地震の発

生領域が認められるとの深尾・神定論文が示す知見，⑤日本海溝におい

てもまた世界的にも付加体の存在しない海溝軸寄りの領域で津波地震

の発生が確認されている事実（日本海溝南部の１６７７年延宝房総沖地

震，ニカラグア地震やペルー地震）などをも考慮すれば，メカニズムの

解明を待たずとも，既往地震のない領域においても，将来の津波地震の

発生を合理的に想定することは十分可能というべきである。  

（４）メカニズムの解明を必須の前提とすると「津波評価技術」の地震想

定に見られるように実質的に「既往最大」の地震想定にとどまってしま

うこと  

 この点に関して，一審被告国は，「津波評価技術」の日本海溝沿い地

震想定が，「地震地体構造の同一性」の考え方に基づく合理的な地震想

定であったと主張している。  

 一審被告国の主張によれば，「津波評価技術」の日本海溝沿いの想定

地震の図（丙ロ７・１―５９頁・参考資料－１中段の図）は同図の「１」

から「８」の８つの「地震地体構造の同一性」が認められる領域の区分

図ということとなる。しかし，この図の「１」から「８」の領域は，同

頁の上段の図が示す「既往地震」の発生位置を中心としてその周辺にや

や広げたに過ぎないものである。これは，一審被告国が，控訴審におい

て「津波評価技術」の地震想定を「既往最大プラスアルファ」（既往最

大＋パラメータスタディ）と表したように，実質的に既往最大の地震想

定に限りなく近いものといわざるを得ない。  
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 こうした「既往最大＋パラメータスタディ」という考え方は，一般防

災を前提としても「想定される最大規模の地震・津波」をも考慮すべき

という「７省庁手引き」の考え方にも沿わないものであり，とりわけ高

度な安全性が要求される原子力防災においては，不十分なものといわざ

るを得ないものである。  

 

４ 低周波地震の知見のみでは「長期評価」の領域区分は基礎づけられな

いとの一審被告国の主張が失当であること  

（１）一審被告国の主張  

一審被告国は，「日本海溝寄り」において固有に低周波地震が発生す

る領域が認められるという深尾・神定論文のみでは「長期評価」の「三

陸沖北部から房総沖の日本海溝寄り」の領域区分を基礎づけることはで

きないとする（第３の１〔２８～３０頁〕）。  

（２）一審原告らの反論  

しかし，「長期評価」及び一審原告らとしても，深尾・神定らが示し

た低周波地震の発生領域についての知見のみ
．．

によって，「長期評価」の

日本海溝寄りの領域区分が基礎づけられるとしているものではない。  

すなわち，深尾・神定らが示した低周波地震の発生領域についての知

見に加え，津波地震が巨大な低周波地震であることの知見が既に確立し

ていたこと，日本海溝が南北を通じて「同一のプレート間構造」である

こと，日本海溝の南北を通じて３つの津波地震が確認されたこと，津波

地震が固有に海溝寄りの領域において発生するとの知見が確立してい

たこと，日本海溝だけではなく世界的に見ても付加体の存在しない海溝

軸寄りの領域においても津波地震が発生していることなどの知見を総

合して，「長期評価」は日本海溝寄りの領域区分を基礎づけているとこ

ろである（この点については，一審原告らの第１８準備書面の第２の４
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（３）３１～３７頁で詳述している。）。  

よって，低周波地震の知見のみでは「長期評価」の領域区分は基礎づ

けられないとの一審被告国の批判は失当というしかない。  

 

５ 第１期津波評価部会において既往の津波地震が確認できない福島県

沖等の日本海溝寄りに津波地震を想定すべきか否かについて専門の研

究者によって議論・検討が行われたとする一審被告国の主張が事実に反

すること  

（１）一審被告国の主張  

   一審被告国は，第１期津波評価部会は，前年から実施された電力共通

研究（高度化研究）の結果（第３回部会の「資料－６」25）を踏まえて，

専門の研究者によって議論・検討が行われたのであり，その結果として

福島県沖の日本海溝寄りには，「メカニズムの解明を踏まえた『地震地

体構造の同一性』限定の考え方」に基づいて津波地震は想定されない（第

６回部会の「資料－３」26）と結論づけられたものであると主張する（第

３の２の（２）〔３３～４１頁〕）。  

   しかし，第１期津波評価部会において，津波地震等の既往地震が確認

できない個別の領域について，将来の地震を想定すべきか否かについて，

詳細な議論や検討がなされていないことは，一審原告ら第１７準備書面

において原審における佐竹健治氏の証言，及び東京高裁における今村文

彦氏の証言を具体的に引用して明らかにしたとおり，既に十二分に明ら

かにされているところである。  

   よって，以下では，一審被告国が援用する津波評価部会の第３回の「資

料－６」（同議事録）及び第６回の「資料－３」（同議事録）について反

 
25 丙ロ１８０の添付資料２。議事録は甲ロ９５（丙ロ１８１）  
26 丙ロ１８２の２（「資料３」）。議事録は甲ロ９８（丙ロ１８２の１）  
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論を行う。  

（２）津波評価部会の第３回部会の「資料－６」について  

一審被告国は，津波評価部会の第３回部会において「資料－６」が提

示されたことをもって，第３回部会において，津波地震等の既往地震が

確認できない個別の領域について，将来の地震を想定すべきか否かにつ

いて，詳細な議論や検討がなされたとする。  

ア 「資料－６」は地震学者ら専門家が関与せずコンサルタント業者が

まとめたに過ぎないものであること 

しかし，一審被告国も認めるように，この「資料－６」は，地震学

者等の専門家によって作成されたものではない。  

すなわち，今村尋問関連資料（甲イ４３・１０３頁）によれば，１

９９９（平成１１）年１１月に始まる津波評価部会による検討（体系

化研究）に先行して，１９９８（平成１０）年８月には，「電共研（電

力共通研究の略。引用注）高度化研究」が開始されるに至った。そし

て，「対象津波波源の種類，規模，位置等の検討」すなわち，地震・

津波想定に関する波源の考え方の検討は，この「高度化研究」におい

て，１９９８（平成１０）年８月から１９９９（平成１１）年８月ま

での期間を掛けて検討されたことが分かる。そして，「高度化研究」

の一環として，「対象津波波源の種類，規模，位置等の検討」を担っ

た機関は，「東電設計，三菱総研，ユニックＪＶ」とされている。こ

のうち，「東電設計」（東電設計株式会社）は，「建設コンサルタント

業」を行う一審被告東電の子会社である。「三菱総研」（株式会社三菱

総合研究所）は，著名な「総合シンクタンク」会社である。「ユニッ

ク」（株式会社ユニック）は，「数値解析を専門とするコンサルティン

グ・エンジニア企業」と自称している。「高度化研究」は，これら３

社の「ＪＶ（ジョイントベンチャー）」として共同受注して取り組ま
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れたことが示されている。  

しかし，これらの企業は，数値解析等を専門的な業務とするものに

過ぎず，「対象津波波源の種類，規模，位置等の検討」すなわち，地

震・津波想定に関する波源の考え方の検討において地震学の専門家が

関与しているものではない。この点は，松山昌史氏の聴取結果書（甲

ロ１０３・２頁）において，「高度化研究」と対比して，土木学会に

委託された「体系化研究」について，「高度化研究の成果を踏まえ，

学術的見地から審議する『体系化研究』で，こちらが土木学会に委託

された。津波評価部会を作り，学識経験者と電力事業者が入って，い

わゆる学会活動として行われた。」とされていることから明らかであ

る。  

以上より，電事連「対応方針」（甲ロ１７０）に基づいて実施され

るに至った電力共通研究のうち，「対象津波波源の種類，規模，位置

等の検討」すなわち，地震・津波想定に関する波源の考え方の検討に

ついては，東電設計ら３社のコンサルタント会社に委託され地震学者

による関与や専門的な学識を踏まえた詳細な検討もないままに取り

まとめられたものであることが分かる。そして，この「高度化研究」

の成果が，「今後の波源モデル設定法に向けての基本事項」（丙ロ１８

０添付資料２）として取りまとめられ，津波評価部会第３回部会に「資

料－６」として提出されたものである。  

イ 津波評価部会第３回部会においては「資料－６」に基づくレビュー

がなされたに過ぎないこと 

一審被告国は，第３回部会に東電設計らコンサルタント業者らが作

成・提出した「資料－６」の一部を引用しつつ，「第３回部会におい
．．．．．．．．

ては
．．

，波源の設定に関する基本的事項等が議題とされ
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

，福島県沖を含

む東北太平洋沖の領域に関する『波源の地域別特徴』等として，次の
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内容が説明され
．．．．

，
．
議論が交わされた
．．．．．．．．

」という（３５～３６頁）。 

しかし，これが事実を偽るものであることは，第３回部会の議事録

（甲ロ９５）を見れば一目瞭然である。 

議事録の４頁冒頭では「６．今後の波源モデル設定に関する基本事

項」との表題に続き「津波波源の一般的特性並びに地域別波源の特徴

について，資料－６に従って既往文献のレビュー
．．．．

と電共研成果の説明
．．

があった」と記載されている。しかし，議事録５頁の冒頭「（４）太

平洋プレートの沈み込みに関係した海域」については，「１９９４年

北海道東方沖地震のような沈み込んだプレート内の高角逆断層地震」

についてのコメントが一つ記載されているだけで，日本海溝沿いの地
．．．．．．．．

震については
．．．．．．

，
．
津波地震を含め何らの議論も記録されていない
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

。「資

料－６」に基づく説明はあったが，議論はなされていないことが議事

録上も明らかである。 

以上より，津波評価部会の第３回部会において「資料－６」が提出

され，その報告がなされたことは確認できるとしても，第３回部会に

おいて，既往地震が確認できない領域において津波地震を想定すべき

か否かについての詳細な検討はなされていないことは明らかである。 

（３）津波評価部会の第６回部会の「資料－３」について  

一審被告国は，津波評価部会の第６回部会に「資料－３」が提出さ

れたこと，そして同資料に「津波評価技術」の日本海溝沿いの想定地

震の図（丙ロ７・１―５９頁・参考資料－１中段の図）が記載されて

いることをもって，津波評価部会において，既往が確認できない福島

県沖の日本海溝寄りにおける津波地震の発生可能性をはじめとして，

日本海溝沿いの将来の地震想定ついて，専門家による詳細な検討がな

された結果であると主張する。  

しかし，問題は，「資料－３」において，結果として福島県沖の日
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本海溝寄りの領域については，北の１８９６年明治三陸地震と同様の

地震想定も，南の１６７７年延宝房総沖地震と同様の地震想定も行わ

ないこととされているところ，こうした
．．．．

地震想定
．．．．

図
．
の
．
作成
．．

が専門家に
．．．．．

よる集団的な検討を踏まえて
．．．．．．．．．．．．．

行われたのか
．．．．．．

否か
．．

という問題である。  

この点，「資料－３」の作成経過は明らかにされていない。少なく

とも，津波評価部会のこれ以前の議事録でこの地震想定図の作成に関

する議論がなされた記載は一切ない。これ以外にも，この地震想定図

の策定について地震学者による集団的な検討がなされた証拠は一切

ない。  

逆に，「資料－３」が，津波評価部会の事務局から提出されている

こと，及び東電設計らＪＶ３社によって作成された第３回部会の「資

料－６」と体裁が酷似していることからすれば，地震学者が関与しな

い事務局（東電設計らＪＶを含む。）によってこの「資料－３」が作

成されたことが強く推認されるところである。  

そして，第６回部会のテーマは，①「これまでの資料への主な追加

修正事項について」（「フィリピン周辺の地震・津波」と「遠地津波」），

②「設計津波水位の評価」，及び③「北海道南西沖地震津波に関する

報告」にとどまり，将来における地震想定の検討は議題とされていな

い。  

「資料－３」について，とりわけその内の「日本海溝沿いの地震想

定図」について詳細な検討がなされた形跡は，議事録（甲ロ９８（丙

ロ１８２の１））を見ても確認できない。  

②「設計津波水位の評価」のテーマのなかで，「資料－３」につい

て言及される記載があるが，これはあくまで「対象地点で起こり得る

津波高の最大値を捉える」ものとなっているのかという観点からの発

言であり，既往地震の確認できない領域について将来の津波地震を想
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定すべきか否かという課題を議論したものではない。想定津波の推計

の前提となる地震想定については，すでに想津波評価部会での議論・

検討を経ないまま「資料－３」という形で実質的な既往地震を基礎と

すると決めてしまった後に，第６回部会では，その想定津波から推計

される津波高さを，既往地震の津波高さと比較しているに過ぎないの

である。  

第６回部会では，委員から「地体構造区分の考え方は絶対的なもの

ではない」との発言もなされている。これは，将来の地震の発生領域

について具体的な議論・検討がなされないまま来てしまったことを反

映した発言といえるが，この時点で既往津波を基礎としてすでに決め

られてしまっている「日本海溝沿いの地震想定図」を見直すような具

体的な議論は，その後もなされていない。  

結局，第１期津波評価部会では，日本海溝沿いにつき，過去の地震

の評価と将来の地震の発生可能性（発生領域）を具体的に検討するこ

とは一度もなされていないのである。  

（４）佐竹健治氏の意見書及び首藤伸夫氏の証言も津波評価部会において

将来の地震想定について詳細な検討がなされていないことを示すもの

であること  

ア 佐竹健治氏の意見書 

なお，この点に関して，佐竹健治氏は，原審での証人尋問後に作成

された意見書（５）（丙ロ１８０）において，自身の原審での証言に

ついて，「最新の知見レビューと電共研成果の説明」があったが，こ

れを超えて「延宝房総沖地震や慶長三陸地震が津波地震であるか否か

とか，これらと同じ規模の地震が将来どこで起きるのか
．．．．．．．．．．．．．．．．．．

といったよう

な個別の地震の発生メカニズムや発生領域
．．．．

，
．
規模については独自に検
．．．．．．．．．．．

討したことはない
．．．．．．．．

」（２頁）と明言している。 
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イ 首藤伸夫氏の証言 

また，首藤伸夫氏（第 1 期津波評価部会の主査）は，東京電力幹部

の刑事被告事件において， 

「第１期の津波評価部会で個別の領域についての地震発生可能性

を議論した，そういったことはなかったんでしょうか。」 

と問われ， 

「さて，地震のほうの記憶はほとんどありませんね。」 

と証言している（丙ハ１６３右下の通し頁で５９～６０頁）。 

これらの供述は，津波評価部会の議事録に議論の記載が全くないこ

とと符合している。第 1 期津波評価部会の目的はあくまで津波推計手

法の確立にあって，過去と将来の地震の検討は目的とされていないの

である。首藤主査において地震についての議論の記憶がないと述べて

いるのは，部会の実態を良く表している。 

すでに第１８準備書面で詳述した佐竹証言・今村証言に加え，上述

の各証拠に照らせば，津波評価部会において日本海溝寄りの津波地震

につき「議論が交わされた」事実がないことは明白である。 

ウ 一審被告国の準備書面自体が「議論」の内容を提示できていないこ   

 と 

一審被告国の第１３準備書面は，３６頁８～９行目において「説明

され，議論が交わされた」と一旦主張しておきながら，次の段落の末

尾（同頁末尾のまとめ部分）では「説明された」で結ばれており，第

３回部会で「議論された」ことの具体的な内容についての論証は果た

されないまま終息している。 

エ 「知見のレビュー」は既往の整理・報告にとどまり専門家による議

論がなされたことを示すものではないこと 

一審被告国は，専門家（理学者）による議論がなされていない事実
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を痛感しているのであろう，「理学的知見をあらかじめ網羅的に検討，

整理した上で…議論・検討を行った」と主張し，「最新知見のレビュ

ーに不足があったとは考えていない」との佐竹意見書を引用している

（４０頁ｄ）。 

「最新知見のレビュー」がなされたのであるから，少々議論が薄く

とも結論（津波地震を福島県沖海溝寄りに想定しない）の合理性は担

保されている，というのが一審被告国の言わんとするところである。 

しかし，ここでいう「レビュー」の意味が，「何か報告を受けて，

特にそれに評価を加えないという意味のレビュー」であることは，当

時部会のメンバーであった今村文彦氏が東京高裁の法廷で証言して

いる。最新の知見の到達点を確認し将来の地震の発生可能性を明らか

にするためには，専門家（理学者）が議論をし，評価をする必要があ

るが，今村証人は，評価を加えていない
．．．．．．．．．

と明言したのである。 

第１期津波評価部会では議論がなされておらず，従って評価も加え

られていないことは，佐竹・今村尋問を通じて明白になった。この点

はすでに控訴審第１７準備書面で詳述したところであるが，一審被告

国が「レビュー（報告）」がなされたことをもって，あたかも「議論」

と「評価」がなされたかの如く主張していることから，再度指摘して

おく次第である。 

（５）小括  

 以上より，一審被告国が援用する津波評価部会の第３回の「資料－６」

（同議事録）及び第６回の「資料－３」（同議事録）に基づいて，津波

評価部会において，既往の津波地震が確認されていない領域について将

来，津波地震の発生を想定すべきか否かについて専門家による詳細な検

討がなされたかのようにいう一審被告国の主張に理由がないことは明

らかである。  
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６ 垣見マップが「長期評価」の領域区分を採用していないことをもって

「長期評価」の信頼性を否定する一審被告国の主張が破綻していること  

（１）一審被告国の主張  

  一審被告国は，垣見の地震地体構造についての論文は，一審原告ら指

摘のように，「長期評価」公表以前に「投稿」されたものであるとして

も，同論文の「受理」審査過程，及び「長期評価」公表後においても「長

期評価」の海溝寄りの領域区分を取り入れた改訂がなされていないので，

「長期評価」の領域区分が信用性に乏しいことを示すものであることに

変わりがないとする（第３の３〔４１～４４頁〕）。  

（２）一審原告らの反論  

しかし，一審被告国の反論は，垣見論文の投稿時期を見落としていた

初歩的なミスを糊塗するに過ぎないものであり，垣見マップが「長期評

価」の領域区分を採用していないことをもって「長期評価」の信頼性が

否定されたとしてきた一審被告国の主張は，破綻しているといわざるを

得ない。  

 すなわち，第１に，一審被告国も認めるに至ったところであるが，垣

見論文の投稿時期は，「長期評価」の公表以前だったのであるから，そ

もそも同論文において「長期評価」の領域区分を検討しこれに評価を加

えることは，時系列的な前後関係からして，そもそも不可能であった。 

一審被告国は，論文の投稿後，査読を経て受理に至る過程で，垣見氏

が「長期評価」の公表を受けて，自らの領域区分を改訂することが時間

的に不可能だったわけではないとする（４２頁（イ））。しかし，これは，

垣見氏が査読を受けている過程において「長期評価」の領域区分を認識

したという「仮定」に基づく主張で全く根拠がない。  

第２に，一審被告国は，垣見マップが，「長期評価」の公表後もその
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領域区分を取り入れて改訂されてはいないとする（４１～４２頁（ア））。 

しかし，そもそも垣見氏が，「長期評価」の公表後に，自ら作成・公

表した垣見マップ（２００３年版）の領域区分を再検討して改訂したと

いう事実は存在しない。よって，あたかも垣見氏が，「長期評価」の領

域区分と垣見マップとの異同を対比し検証した結果として垣見マップ

を改訂する必要がないと判断したかのようにいう一審被告国の主張は，

「仮定」に基づく主張に過ぎず全く根拠がない。  

第３に，垣見氏の論文（丙ロ６６・３９０頁「§２」）自体において

も，地震地体構造区分は，「地震の起こり方のどの性質に着目するかに

よって異なる区分があり得る」とされている。そして，垣見マップ自体

は「主として地殻内地震の規模の地域差を重視して」領域区分を行った

としている。すなわち垣見マップは，地殻内の活断層型の地震を主とし

た区分基準としたものである。  

これに対して，「長期評価」の「三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄

り」の領域区分は，典型的な海溝型の「プレート間地震」及び沈み込む

「海洋プレート内の地震」を専らの対象とするものである。  

よって，「長期評価」の領域区分と垣見マップの領域区分は，全く異

なる地震の性質に着目したものである以上，両者が異なることは当然に

ありうるのであり，相矛盾するものでも二者択一関係に立つものでもな

い。  

このように，「長期評価」の津波地震等に着目した「三陸沖北部から

房総沖の日本海溝寄り」領域区分と，垣見マップの地震地体構造区分図

は，矛盾するものではないことから，地震本部自体が本件地震後に作成

した「全国地震動予測地図２０１４年版」においても，垣見マップの地

震地体構造区分図と「長期評価」の領域区分を，同一の報告書において

並列的には挙げているところである（丙ロ１８８・３０頁の垣見マップ
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〔２００３年〕と甲ロ２２５〔同一の報告書〕２０頁の「長期評価」の

領域区分図）。  

よって，垣見マップが「長期評価」の領域区分を採用していないこと

を理由として，「長期評価」の領域区分に信用性が認められないとする

一審被告国の主張はその前提自体を誤るものといわざるを得ない。  

 第４に，以上の整理から明らかなように，垣見マップの存在によって

「長期評価」の領域区分の信頼性がないことが確認できるという立論自

体が，地震学上の知見に反するものといわなければならない。 

この点，そもそも「垣見マップ」を巡る争点は，今村文彦氏がその意

見書（丙ロ１００）において，垣見マップについて「長期評価の公表後
．．．

に発表
．．．

されている地震地体構造に関する論文」であるにもかかわらず

「長期評価」の領域区分と異なる領域区分がなされていることを指摘し

て「長期評価」の領域区分に異論があり科学的コンセンサスが得られた

ものとはいえないと主張したことに基づくものである。  

しかし，一審被告国も認めるように，今村証人は，東京高等裁判所に

おける証言において一審原告ら代理人の反対尋問において，垣見マップ

の論文の投稿がそもそも「長期評価」の公表以前であり，投稿の時点で

「長期評価」の領域区分の存在自体を知り得る立場になかったという基

本的な事実の指摘を受け，初めてその事実を認識するに至ったものであ

る。  

こうした初歩的な事実関係の確認を欠いているにとどまらず，そもそ

も相矛盾するものではない27垣見マップと「長期評価」の「三陸沖北部

から房総沖の日本海溝寄り」の領域区分を対比して，垣見マップにおい

て「長期評価」の領域区分が取り入れられなかったことを理由として「長

 
27 上記したとおり，両者が矛盾するものではないことは地震本部が「全国地震動

予測地図２０１４年版」においても明示しているところである。  
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期評価」の領域区分に信頼性が認められないとする誤った評価を行って

いるという点において，津波工学者である今村証人において，地震学上

の知見について証言する適格性があるのかが問われる事態といえよう。 

この点は，次項にも関連する。  

 

７ 津波工学者である今村文彦氏の地震学上の知見について証言の信頼

性について  

（１）一審被告国の主張  

   今村証人が海溝型分科会の議事録を読んでいないこと，「長期評価」

の津波地震の想定にコメントできないと発言したことは同証人の地震

想定についての証言の適格性を損なうものではないとする（第３の４

〔４４～４８頁〕）。  

（２）一審原告らの反論  

 しかし，一審被告国の上記主張は理由がない。  

ア 今村氏が「長期評価」の公表当時ではなく刑事事件の証言をした２０

１８（平成３０）年時点においても海溝型分科会の議事録を確認もして

いないこと 

  一審被告国は，今村証人が海溝型分科会の議事録を読んでいないのは，

「長期評価」策定の当時，同分科会の議事録が公開されていなかったの

であるから当然であると反論する（４５頁のア）。  

 しかし，今村証人は，関連する刑事事件で証言した２０１８（平成３０）

年時点を基準として，以下のとおり証言している（甲イ４３・右下の通し

頁で９４～９５頁）。 

「その後，議事録等をご覧になったことはあるんですか。  

議事録を一から十までというのは見ていません。ただし，関

係の先生であったり，少しお聞きしているところというのはあ
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ります。  

 それはいつ頃のことなんですか。  

      ちょっとよく覚えていないんですが，先ほどの月刊地球とか，

執筆依頼されまして，そこで，私も書かなきゃいけませんの

で，幾つか，いろんな情報交換はさせていただいたと思いま

す。  

 そこでも，議事録
．．．

等を
．．

御覧になったんではなくて
．．．．．．．．．．．．

，
．
先生等から
．．．．．

ちょっと
．．．．

情報交換をしたと
．．．．．．．．

，
．
そういう程度だという
．．．．．．．．．．

ことですか
．．．．．

。  

       そう
．．

です
．．

。」  

 こうした証言を踏まえた上で，民事事件の高等裁判所での尋問において

は，  

「刑事裁判の第１回目の証言で，推本の海溝型分科会での当時の議論の議

事録は読んでいないというふうな証言もされていますね。  

       議事録は読んでいません
．．．．．．．．．．．

。」 

 と明確に証言している（丙ロ１７９の１・右下の通し頁で４８頁）。  

 以上より，今村氏は，「長期評価」の領域区分について議論を行った海

溝型分科会の議事録を，「長期評価」公表の当時だけではなく，証人とし

て証言した２０１８（平成３０）年まで読んでいないのである。  

「長期評価」は，そもそも，個別の研究者が自己の研究成果を学会等に

問う学術論文ではなく，防災行政を担う公的機関及び広く国民に向けて公

表される地震本部の作成する行政文書である。その文書の性質と目的とか

ら，「長期評価」の判断については，地震学上の根拠を事細かに記載する

ことはされていないのであり，「長期評価」の領域区分について地震学上

の根拠については，海溝型分科会の議事録の中において「専門家による集

団的な審議・検討の記録」という形で示されているものである。重要な事

件の証人として証言する際に，「長期評価」の領域区分の根拠が示されて
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いる議事録を確認していないとすれば，的確な評価や証言を期待すること

はそもそも不可能といわざるを得ない。  

 上記した通り，一審被告国は，海溝型分科会の議事録が，その当時，公

開されていなかったのであるから，今村氏が読んでいないのは当然である

としている。しかし，今村氏は２０１８（平成３０）年の刑事，民事の証

言に至るも，肝心の議事録を読んでいないとしているのであり，一審被告

国の反論は全く的外れというしかない。  

イ 今村氏が津波地震について論文を作成する際に地震学者のアドバイ

スが必要であったこと 

 なお，一審被告国は，今村氏は，津波工学の隣接領域である地震学につ

いても専門的な知見を有するものであるとする（４５頁のイ）。 

 しかし，今村氏は，上記で引用した刑事事件の証言においても，「長期

評価」の公表直後に作成した津波地震についての論文（甲ロ１１５）に関

連して「先ほどの月刊地球とか，執筆依頼されまして，そこで，私も書か

なきゃいけませんので，幾つか，いろんな情報交換はさせていただいた」

としている。  

 この点，同論文においては，その末尾に「本稿をまとめるに当たり，佐

竹賢
ママ

治（活断層研究センター）・谷岡勇市郎（気象研）の両氏には有益な

情報とコメントを頂いた。ここに記して謝意を表する。」と付記している

（４０５頁）。  

 今村氏は，津波工学者として津波地震についての論文を作成するに際し

て，専門の地震学者から情報とコメントによる支えを必要としたのである。

こうしたことを踏まえれば，津波工学を専門とする今村氏に，隣接領域と

はいえ，独立した理学的知見（地震学上の知見）を期待することは過剰な

要求ということとなろう。  

ウ 今村氏がコメントできないとしたのは「長期評価」の結論自体である
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こと 

 一審被告国は，今村氏が，一審被告東電の高尾氏からの意見照会に対し

て，「私は初期の推本の議論に参加していないので平成１４年の推本評価

についてはコメントできない」と回答している（丙ハ１６２・１４９頁・

資料１６）ことについて，議論に参加していなかったために「長期評価の

議論の経過
．．．．．

等に意見を述べることができない旨を述べたにすぎ」ないとす

る（４７頁のウ）。  

 しかし，今村氏は，明確に「平成１４年の推本評価についてはコメント

できない」としているのであり，かつその直後に長期評価の津波地震の想

定自体に言及しているのであり（この面談記録の正確性は，刑事事件の証

言で今村証人も確認している。甲イ４３・通し頁の２８～３０頁），「コメ

ントできない」としたのは議論の経過
．．

ではなく，「長期評価」の津波地震

の想定という結果自体であることは明らかである。  

 よって，一審被告国の上記主張は理由がない。  

 

８ 「長期評価」は国民の防災意識の高揚を目的とするにとどまるとする

一審被告国の主張が地震防災対策特別措置法の趣旨を正解しないもの

であること  

（１）一審被告国の主張  

  一審被告国は，「長期評価」は「国民の防災意識の高揚」を目的とす

るにとどまり，原子力の安全規制における防災対策において考慮すべき

かという観点から審議したものではない，実際の審議においても科学的

根拠から離れ専ら防災行政的な警告の観点から結論を導いていると批

判する（第３の５〔４８～６２頁〕）。  

  以下，反論する。  

（２）海溝型分科会において地震学に基づく科学的根拠を踏まえた議論が
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行われていたことを示す具体的な審議経過について  

ア １６１１年慶長三陸地震の震源域が千島沖か三陸沖かについて歴

史地震の知見を踏まえて結論が導かれていること 

  一審被告国は，「長期評価」は「国民の防災意識の高揚」を目的とす

るにとどまり，実際の審議においても科学的根拠から離れ，専ら防災行

政的な警告の観点から結論を導いている代表例として，第１２回海溝型

分科会における，「１６１１年慶長三陸地震の震源域を千島沖とするか

三陸沖とするか」というテーマでの議論を援用している（５４～６０頁

（ウ））。  

  このテーマに関する議論の出発点の時点では，主に，１６１１年慶長

地震・津波について千島沖に震源があったとする見解を提唱していた佐

竹健治氏が，三陸沖という想定に対して異論・疑問を述べる発言を行い，

これが議論の軸となっていった。佐竹氏の強い異論に対して，海溝型分

科会の島﨑邦彦主査や津波地震の権威とされた阿部勝征氏も，同氏の異

論・疑問に対して，的確に回答することができず，議論がやや曖昧なま

ま進むこととなった。一審被告国が，第１３準備書面の５５～５７頁で

援用しているのは，この佐竹氏の異論・疑問と議論の「空転」の場面で

ある。  

  この議論の空転状況に続いて，歴史地震の第一人者である都司嘉宣委

員が，その専門である古文書解読に基づく的確な知見を提示するに至っ

ている。  

この点は，一審被告国が５７頁で「中略」として，意図的に引用を省

略した部分である。一審被告国は敢えて引用を「中略」したが，審議の

実態を示す重要な部分であるので，以下，議事録に基づいて議論の経過

を確認する。  

すなわち  
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「島﨑主査：千島にものすごく大きなものを置くだけの証拠があれ

ば，そこにおけるというストーリーなのだが。そういう証

拠はあるか？  

笠原委員：逆にそういうものをおかないと津波堆積物（北海道で

確認されている津波堆積物のこと。引用注）の説明がつ

かない。１６００年の痕跡は非常に明瞭でいまは慶長の

地震によると考えていて，それを三陸沖から千島沖に移

すという選択肢が出たということは確かである。」  

これは，笠原委員が，佐竹委員の唱える千島説も成立し得るのではな

いかとの意見を述べたものである。  

これを受けて，三陸説と千島説を巡って歴史地震研究の成果の確認に

議論が進んでいく。  

「佐竹委員：１６１１年の地震の被害はどんなものでしたか？  

    都司委員：少なくとも地震被害はない。地震を感じて津波までの

時間が非常に長い。」  

この問答は，千島説を唱え三陸説に疑問・異論を提示していた佐竹委

員が，実際の被害状況について，古文書解読を含めて歴史地震研究の第

一人者である都司嘉宣委員に対して，歴史地震の知見としての１６１１

年慶長地震・津波の被害状況を確認したものである。  

これに続いて  

「島﨑主査：やはり津波地震の可能性がある，ということか。  

    都司委員：その可能性はあります。」  

 との問答があり，津波地震であるとの認識が示された。  

ただし，「津波地震である」との意見に対して，佐竹委員は，次に示

すとおり，津波地震であるとしても，その震源域は千島沖ではないかと

いう自説にこだわる疑問を提示した。  
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「佐竹委員：津波地震としたとき，それが三陸沖である必要はあ

まりないのでは？」  

  これに対して，  

「都司委員：宮古で音を聞いているから，原因はうんと遠いわけ

ではない。宮古からうんと遠いところで何かが起こ

って津波が来たわけではないと思う。」  

と古文書に基づく歴史地震研究の成果を踏まえて，千島説（宮古からう

んと遠いところ）が成り立ち得ないとの知見が示された。  

  佐竹委員は，さらに千島説にこだわり，  

「佐竹委員：今話しているのは１６１１年が三陸というのは確か

なのかと，ということですか？」  

と問うたのに対して，都司委員は，  

「都司委員：津波の阿武隈の河口あたりが南限。北は宮古くらい。

それより上は記録がない。被害だけ見ると三陸のよ

うな気がする。」  

として，前述の「音を聞いた」という古文書記録に基づく根拠だけでは

なく，同地震による被害状況を記録した古文書に基づく知見を示して，

震源が三陸沖に想定される根拠を具体的に示したのである（都司証人は，

「朝に地震があり，他方で午後に音がしてから更に３０分後に津波が来

た」という点については福島地裁の主尋問調書２０１項（甲ロ１３１）

で，また同地震・津波による被害状況については反対尋問調書１５０項

（甲ロ１３２）で，海溝型分科会における上記発言と同趣旨の証言をし，

三陸説が歴史地震研究の知見に基づいて根拠づけられたことを詳細に

説明している。）。  

以上より，１６１１年慶長三陸地震の震源域については，当時，千島

説を唱えていた佐竹健治氏の疑問・異論に対しても，都司委員が示した
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古文書の調査を踏まえた歴史地震研究の知見に基づいて，地震学上の根

拠をもって三陸説が強く支持されることが示されたのである。  

こうした地震学上の知見を踏まえた審議を受けて，島﨑主査は  

「その可能性もあるというコメント残して，三陸にしよう
．．．．．．

。」 

と意見を集約し，これに対しては，当時，千島説を唱えていた佐竹氏も

含めて委員からは異論が示されることはなく海溝型分科会としての取

りまとめがなされたところである。  

  なお，佐竹健治氏は，海溝型分科会においては千島説にこだわり，そ

の結果として上記のとおりの詳細な審議がなされることとなったが，翌

２００３（平成１５）年には，北海道の沿岸における堆積物調査，及び

津波シミュレーションによる解析結果として，１６００年ころに北海道

の霧多布湿原等に堆積物を残した大きな津波は，千島海溝の根室・十勝

沖の連動地震であることを解明し（上記「千島説」の撤回），逆に１６

１１年に三陸に大きな被害をもたらした地震の震源域は三陸沖である

とする都司委員の歴史地震の知見に依拠した海溝型分科会の結論の正

しさを確認するに至っている（原審における佐竹健治証人反対尋問調書

１６～１７頁）のであり，海溝型分科会における科学的根拠に基づく意

見集約の正しさが改めて確認されているところである。  

  以上みたように，一審被告国が，「『国民の防災意識の高揚』を目的と

することから科学的根拠から離れ
．．．．．．．．．

専ら防災行政的な警告の観点から結

論を導いている代表例」として挙げる「１６１１年慶長地震の震源域の

判断」についても，都司委員の示す歴史地震研究の成果という「科学的

根拠」に基づいて丁寧な議論が行われ，最終的に千島説が取り得ず三陸

沖とする正しい意見集約がなされたところであり，一審被告国の主張に

は理由がない。  

（なお，２００２〔平成１４〕年７月の「長期評価」に先立って同年
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２月に策定された「津波評価技術」においても，１６１１年慶長地震の

震源域は三陸沖とされていたところであり，佐竹委員の千島説は一時的

に提起されたものの，地震学者らによる検証によって早い段階でその誤

りが正されたものといえる。）。  

イ １９５３年の地震についても科学的根拠を踏まえた調査審議がなさ

れていること 

  一審被告国は，１６１１年慶長三陸地震に並んで，１９５３年の房総

沖での地震についても，巨大な低周波地震，すなわち津波地震かどうか

を巡る第１２回海溝型分科会での島﨑邦彦委員や阿部勝征委員の発言

を引用して，「科学的知見の到達点を充実した議論によって検証した評

価との評価とは明らかに異なる観点からの発言が幾つも見受けられる」

とし，「国民の防災意識の高揚」のみを目的とし科学的根拠に基づかな

い判断がなされたと主張している（６１～６２頁（オ））。  

    しかし，同部会の議事録および「長期評価」の結論を正確に検討す

れば，一審被告国の評価は誤りであり，逆に，１９５３年の房総沖に

おける地震が津波地震かどうかという論点を巡って海溝型分科会で行

われた議論の経過は， 

① 同部会において，津波地震が巨大な低周波地震であるとの知見が当

然の前提として共有されていたこと  

② 第一線の理学者（地震学者）が上記の前提に立って，詳細かつ具体

的な議論がなされ，それが「長期評価」の結論に結実していること  

を確認できる具体例であることが分かる。  

そこで以下，やや詳しくこの点を論じておく。  

    第１に，上記①に整理したように，第１２回部会での議論は，津波

地震が海溝寄りの巨大な低周波地震であるとの知見（深尾・神定論文

等により確立された。）を共通認識として展開されている。  
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例えば，濱田委員が１９５３年地震につき，「いわゆる低周波地震
．．．．．

だ

から本当は浅い
．．

のでは？このへんで時々ある表面派の卓越した地震の

親玉
．．

みたいなものと考えている」と発言している（丙ロ１８６の３・２

８７頁）。これは１９５３年房総沖地震が，海底から測った場合に「浅

い」位置，つまり海溝付近で起こった，「親玉」，つまり巨大な低周波地

震であると述べるものである。  

また例えば，その少し後で（２８８頁），島﨑邦彦主査が１６７７年

房総沖地震について「するとこれが親玉の親玉なのかもしれない」と発

言している。これは超巨大低周波地震であるということを述べるもので

ある。  

   「親玉」や「親玉の親玉」という比喩的な表現が当然のように用いら

れ議論が進行しているのは，津波地震が海溝寄りの巨大な低周波地震で

あるという知見が，分科会を構成する地震学者（理学者）の間で当然の

前提とされていることを示している。  

   第２に，上記②に整理したように，１９５３年房総沖地震が低周波地

震ではないかという不正確な意見に対して，記録と知見を正確に踏まえ

た異論が出され，最終的に「長期評価」において科学的な根拠に基づい

て誤りが正されている。  

   すなわち，前述の濱田委員の「１９５３年房総沖地震は低周波地震で

はないか」という発言に対して，阿部勝征委員が「（１９５３年房総沖

地震が）低周波地震とははじめて聞いた」とすぐに違和感を表明してい

るが，濱田委員は「宇津の低周波地震の分類に入っている」と反論して

いる。  

しかし実際には，宇津徳治氏は１９５３年房総沖地震を「低周波地震」

（次頁図の白丸〇）ではなく「普通の地震」（次頁図の黒丸●）に分類

しており，濱田委員の反論は不正確なものであった（甲ロ２３０，宇津
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徳治「低周波地震と地震予知」１９８０年８月，地震予知連絡会会報第

２４巻）。  

 

第１図  （1）1885 年～  1979 年に起ったM7.4 以上，80km 以浅の地震の震

央。破線で囲んだ領域A，B，…，J は四角で示す地震の震源域。（2）～（9）

1904 年～  1979 年に起ったM6.0 以上，80km 以浅の地震の震央。普通の

地震（黒丸），低周波地震（白丸），著しく低周波の地震（白四角）に分け

て示してある  

 

この濱田委員の宇津氏の知見を不正確に引用した発言に対しては，安

藤雅孝委員から「１９５３年が低周波地震というのはもっと調べていた

だきたい。多分記録は残っているはず。もしそれを書き込むなら私は納

得いかない。」という強い反対意見が出されている（２８８頁）。同委員

はこの発言に先行して「記録は気象庁に全て残っている」（２８７頁）

とも述べており，気象庁の記録や宇津氏の論文などの科学的根拠を確認
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すれば自説の正しさが証明されることを確信していることが推察でき

る。  

島﨑主査は相反する意見が出たことからそれらを尊重し，「（事務局が

宇津氏の知見や気象庁の記録を確認して）判断してくれるとありがたい。

この取り扱いはペンディングとする」と述べて（審議は次のテーマであ

る１６１１年慶長三陸地震の評価に移って）いる。  

    その後，「ペンディング」とされた１９５３年房総沖地震の評価につ

いては，第１３回海溝型分科会までの間，メーリングリスト上でも委

員の意見交換がなされ28，第１３回分科会では，１９５３年の房総沖地

震を沈み込むプレート内における正断層型の地震であるという知見 29

も紹介され，「長期評価」で定義する「津波地震」には含まないとする

結論に至っている（甲ロ５１の６，第１３回海溝型分科会論点メモ２

頁の２つ目の○の段落全部）。  

これらの議論を踏まえ，「長期評価」では，１９５３年房総沖地震に

つき参考文献も引きつつ「三陸沖北部から房総沖の海溝寄りのプレート

内大地震（正断層型）」に分類している（甲ロ５０の２，２１頁（３）

の「房総沖の海溝三重点付近の地震」）。  

以上のとおり，一審被告国の主張とは全く異なり，宇津徳治氏を不正

確に引用した誤った意見（濱田委員の見解）が集団的な議論・検討を尽

くす中で退けられ，正確な知見と記録によって科学的根拠に基づく妥当

な評価がなされていく審議の過程を，海溝型分科会の議事録（論点メモ）

から確認できるのである。  

一審原告らは，「長期評価」は個々の専門家の論文等とは区別される

 
28 甲ロ５１の６・２頁中段で「メーリングリストで野口委員が指摘」とある。  
29  第１期津波評価部会の第３回部会に提出された既往地震を整理した「資料―６」

（丙ロ１８０・添付資料２）１５頁においても，「１９５３年に正断層地震が発

生している。」と紹介されている。  
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べき客観的および合理的根拠を有していると主張しているが，それは，

地震学の専門家による集団的な議論により，過去の地震が正確に評価さ

れているからである。第１２回および第１３回海溝型分科会における１

９５３年房総沖地震をめぐる議論・検討と，それらを踏まえた「長期評

価」における結論は，一審原告らの主張を具体的に裏付ける一例である。 

   一審被告国の第１３準備書面における主張は，海溝型分科会における

議論を読み誤って評価しており，失当である。  

   なお，付言するに，第１２回・第１３回海溝型分科会の議事概要およ

び論点メモの内容を，例えば，一審被告国が過去の地震を「検討議論し

た」と主張する土木学会津波評価部会（第１期）の議事録において日本

海溝沿いについての議論の記載が全くない（甲ロ９５）ことと対比すれ

ば，海溝型分科会における議論の充実ぶりと科学的な精度の高さが際立

っていることは明白である。  

 

（３）「長期評価」が専ら「国民の防災意識の高揚」を目的としていたと

の一審被告国の主張は地震防災対策特別措置法の趣旨，及び「長期評価」

の目的を正しく理解しないものであること  

ア 「長期評価」が専ら「国民の防災意識の高揚」を目的とするとの一

審被告国の主張 

   一審被告国は，「長期評価」が専ら「国民の防災意識の高揚」を目

的としていたものであり，原子力の安全規制における防災対策におい

て考慮すべきかという観点から審議したものではないとし，「長期評

価」を原子力防災において考慮する必然性はないと主張する（第３の

５の（２）ア〔４９～５３頁〕）。  

イ 地震本部の役割及び「長期評価」の目的は防災行政に地震学の知見

を反映させることにあること 
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   しかし，地震調査研究推進本部は，地震防災対策特別措置法の「地

震に関する調査研究の推進のための体制の整備等について定めるこ

とにより，地震防災対策の強化
．．．．．．．．．

を図る」（１条）という目的を踏まえ

て設置された政府機関であり，その目的としても，単に「国民の防災

意識の高揚」を目的とするものではなく，「平成７年１月１７日に発

生した阪神・淡路大震災の経験を活かし，地震に関する調査研究の成

果を社会に伝え，政府として一元的に推進
．．．．．．．．．．．

するために作られた組織」

である（地震本部自身によるホームページ上の紹介）。  

   この目的に沿って，地震本部は，１９９９（平成１１）年には，地

震学の知見を地震防災行政に生かすという同法の目的を踏まえ，「地

震調査研究の推進について」（甲ロ８３）を策定して，「地震調査研究

の成果を地震防災対策に活かす方策を示す」という「長期評価」一般

の策定目的と方針を明示した。  

「地震調査研究の推進について」においては，「地震調査研究の成

果を地震防災対策に生かす
．．．．．．．．．．

」30，「地震調査研究の成果は，国民一般や

防災関係機関等の具体的な対策に結び付く
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

情報として提示されねば

ならない。」，「地震調査研究については，地震防災対策に活用可能な
．．．．．．．．．．．．

もの
．．

となるよう，防災関係機関の意見を十分踏まえるとともに，その

成果は，順次，地震防災対策に活用していく
．．．．．．．．．．．．．

ことが求められる。」31等，

「長期評価」が地震防災対策・防災行政に活用されることを目指して

知見の集約を行うべきことが明示されている。  

このように，地震本部の「長期評価」は，地震防災対策，地震防災

行政において現実に生かされることを目的として策定されたもので

あり，単に「国民の防災意識の高揚」を目的とするものではないこと

 
30 甲ロ８３・２頁の「基本的目標及び性格」  
31 甲ロ８３・８～９頁「第３章 当面推進すべき地震調査研究」参照  
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は明らかである。  

   「地震調査研究の成果を地震防災対策に活かす方策を示す」という

目的に沿って「長期評価」の策定が行われた以上，それを担う地震調

査委員会等に招集された地震学者等の専門家，及びその活動を支える

事務局32は，「長期評価」が地震防災対策に生かされることを当然の

前提として，地震防災対策の基礎と
．．．．．．．．．．

するに足りる地震学上の知見の
．．．．．．．．．．．．．．

整
．

理
．
を目指していたのであり，このことは当然に共通の認識とされてい

たところである。「国民の防災意識の高揚」を目的とするものとして，

「理学的に否定できない知見はすべて盛り込む」などという法の趣旨

に反し，かつ「地震調査研究の推進について」（甲ロ８３）の示す策

定目的と方針を無視するような調査審議がなされる余地はない。  

ウ 地震本部の「長期評価」は直ちに全ての防災行政で採用されることを

当然に予定しているものではないとしても，最も高度な安全性が要求さ

れる原子力防災においてはその示す知見は十分に尊重されるべきこと 

 一審被告国は，地震本部の示す「長期評価」一般の知見について，そ

の科学的知見の成果を受け入れる「受け手」である防災行政を担う機関

によって，これを実際の施策に取り入れるか否かについて独自に判断が

なされることを予定しているものであり，地震本部という政府機関が出

した見解だからといって，他の政府機関が，無条件でこれを取り入れる

べきものではないとする。  

  この点は，確かに，地震本部は，地震防災対策，地震防災行政におい

て生かされることを想定して地震学の最新の知見を集約するものであ

るが，実際の防災行政の実施に際しては，予算や時間等の制約もあり，

各防災行政の分野や所轄する法令の趣旨，目的を踏まえて，地震本部の

 
32  気象庁などからの出向者を含めて，地震についての知見を相当程度有する職員

が含まれている。  
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示す見解について，各防災行政機関において独自の判断がなされること

は当然に予想されることである。  

  しかし，原子炉施設の防災行政（原子力安全規制）は，「万が一にも

深刻な災害が起こらないようにする」（伊方原発最判）とされるように，

わが国における防災行政の中で，もっとも高度な安全性が要求される分

野である。仮に原子力防災においても採用されないようなレベルにとど

まる地震学上の知見は，他の一般防災においても当然に採用の余地はな

いこととなる。こうした関係を踏まえれば，地震本部が取りまとめた「長

期評価」による地震想定は，保安院において無条件に採用が義務づけら

れるとまではいえないとしても，少なくとも十分に尊重されるべきもの

であることは明らかである。  

  実際には，保安院が２００２年８月に「長期評価」の津波地震の想定

を原子力防災において考慮しないという判断を行う（丙ハ１１６・川原

修司氏陳述書）一方で，一般防災においては国土交通省等によるＧＰＳ

波浪計の設置（甲ロ１９２）等，「長期評価」の津波地震の想定が防災

行政に生かされることとなり，一般防災と原子力防災における逆転現象

が生じたのである。  

  保安院が，本件事故前に本当に，「長期評価」は単なる「国民の防災

意識の高揚」を目的とするものに過ぎないと評価していたとすれば，そ

れこそ，本件事故の原因となった誤った認識だったということになる。 

 

９ 重みづけアンケートは日本海溝寄りの領域における津波地震の発生

可能性に関する地震学者の意見の分布状況を示す客観的な資料である

こと  

（１）一審被告国の主張  

一審被告国は，津波評価部会が実施した「重みづけアンケート」は，
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確率論的な手法において専門家意見のばらつきを再現するにとどまり，

特定の見解を決定論に取り入れるか否かを決めるためのものではない

とする（第３の６〔６２～６６頁〕）。  

（２）一審原告らの反論  

ア 重みづけアンケートの結果は決定論に基づく知見の評価に際して

参考とし得るものであること 

   一審被告国の主張の要点は，要するに，重みづけアンケートが確率

論的な安全評価に認識論的不確かさの伴う知見を取り入れるための

ものであることから，これをもって決定論における評価には参照する

ことはできないとするものである。  

   しかし，決定論的安全評価と確率論的安全評価は，安全評価につい

ての工学的な手法の違いに過ぎないのであり，アンケート結果を「ど

のように利用するか」について検討するのは，確率論的安全評価に取

り組もうとする規制行政庁や，原子力事業者，及び原子力工学者らが

取り組むべき課題である。  

これに対して，重みづけアンケートに際して，意見が分かれ得る専

門的な知見についての各自の意見の提供を求められる相手方である

理学者（本件では地震学者）としては，呈示された複数の選択肢につ

いて，地震学の専門家として自ら形成した知見を踏まえて，それぞれ

の確からしさを数量的に表現してアンケートに回答することとなる

のであり，その回答の利用方法が，確率論的安全評価であれ，決定論

的安全評価であれ，理学者としての「知見の確からしさ」についての

数量的な表現に差が出ることはあり得ない。  

よって，重みづけアンケートの結果は，たとえそれが確率論的安全

評価におけるロジックツリーの作成を目的とするものであったとし

ても，アンケート実施時点における理学者（地震学者）の集団におい
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て，異なる複数の知見があり得る場合において，各知見について専門

家集団総体としてどの程度理学的に正しいとして支持されているか

を客観的に示すものといえる。  

このアンケートの結果として高い支持が得られるということは，そ

の知見を決定論的安全評価において考慮することの合理性を基礎づ

け得るものであることは明らかであり，一審被告国の主張は失当とい

うしかない。  

イ 島﨑氏，阿部氏の回答について 

   一審被告国は，島﨑邦彦氏や阿部勝征氏の「１．０」という回答は，

確率論的安全評価における重みづけアンケートの意義を理解しない

ものであると批判する。  

   しかし，「１．０」という回答は，わが国を代表する著名な地震学

者である島﨑氏，阿部氏の両名が，いずれも「長期評価」の津波地震

の想定について強い支持を示したことを意味するものである。こうし

た強い意見の存在は，決定論的安全評価における評価においても十分

に参考にされるべきものといえる。  

 

１０ 第４期津波評価部会において決定論を前提として日本海溝の南北

を通じて全ての領域で津波地震が発生し得るとされたことは，２００２

年「長期評価」の「津波地震の発生領域」についての判断の正しさを改

めて確認したものであること  

（１）一審被告国の主張  

  一審被告国は，今村証人が「第Ⅳ期（津波評価部会）で，広義（付加

体の有無を問わない）であれば２００２年長期評価と同じ見解に至った」

と証言したのは，平成１９年に延宝房総沖地震が津波地震を含むもので

あることが確認されたことを踏まえたものであり，それを超えて１８９
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６年明治三陸地震や１６７７年延宝房総沖地震の波源モデルを日本海

溝の南北を通じて想定することの合理性を認めたものではないとする

（第３の７〔６６～６９頁〕）。  

（２）一審原告らの反論  

ア 「長期評価」の津波地震の想定が「津波地震の発生領域」，「規模」

及び「震源域（断層モデル）」の各判断からなること 

   しかし，一審原告らの第１８準備書面第２の１～３（１８～２６頁）

において整理したとおり，「長期評価」の津波地震の想定は，①「（津

波）地震の発生領域」について，「三陸沖北部から房総沖の日本海溝

寄りのどこでもＭ８クラスのプレート間地震（津波地震）が起こり得

る」という判断，②その場合の「地震の規模」について「次の地震も

津波地震であることを想定し，その規模は，過去に発生した地震のＭ

ｔ等を参考にして，Ｍ８．２前後と推定される｡」との判断，更には，

これらの判断を前提としつつ，③「震源域」（断層モデル）としては

近代的な観測により断層モデルが確定している明治三陸地震を参考

にすべきとするものであった。  

イ 第４期津波評価部会が「長期評価」の「津波地震の発生領域」の判

断の正しさを確認したこと 

   これに対して，今村証人が証言したとおり，第４期津波評価部会に

おいては，決定論を前提として日本海溝寄りの津波地震の発生可能性

を初めて詳細に検討した結果
．．．．．．．．．．．．

として，「海溝寄りのプレート間大地震

（津波地震）については，北部と南部を分割して，各活動域内のどこ
．．．．．．．．

でも津波地震は発生する
．．．．．．．．．．．

」との考え方が異論なく
．．．．

確認されたのである。 

   この第４期津波評価部会の結論は，上記した「長期評価」の判断の

うちの，核心ともいうべき，①「（津波）地震の発生領域」について

の「三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄りのどこでもＭ８クラスのプ
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レート間地震（津波地震）」が起こりうるという判断と完全に合致す

るものである。  

   この点に関する今村氏の証言は，次のとおりである。  

「日本海溝寄りはどこでも津波地震が生じるというところでは，

その結論は２００２年長期評価と同じになったと，そういうこ

とですね。  

そうですね，はい。」 

この点について，一審原告ら代理人は，さらに質問し  

「第Ⅳ期で，広義であれば２００２年長期評価と同じ見解に至 

ったということでいいんですかね。  

     そうですね。」（丙ロ１７９の１今村調書６２～６３頁）  

  として，「三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄りのどこでもＭ８クラ

スのプレート間地震（津波地震）」が起こりうるという「長期評価」

の「津波地震の発生領域」についての判断が，津波評価部会において

も正しいことが確認されたことを，念を押して確認したものである。 

ウ 第４期津波評価部会の結論は「長期評価」の「津波地震の規模」の

判断の正しさも確認するものであったこと 

なお，これを前提として，「津波評価技術」と「長期評価」の津波

地震の「規模」の評価を整理すると，次頁のとおりである。  

 

 

 明治三陸地震 慶長三陸地震 延宝房総沖地震  

「津波評価技術」33 ８．３（Ｍｗ） ８．６（Ｍｗ） ８．２（Ｍｗ）  

「長期評価」34 ８．２（Ｍｔ）  ８．４（Ｍｔ）  ８．０（Ｍｔ）  

 
33 丙ロ７・本編参考資料１―５９ 
34 甲ロ５０・８頁の表２ 
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既に見たとおり，「長期評価」は上記の地震規模の評価を前提とし

て，中間値を示す１８９６年明治三陸地震を参考に「８．２前後」と

する判断を示しているところである。  

これに対して，第４期津波評価部会は，日本海溝の北側では１８９

６年明治三陸地震を想定し（８．３（Ｍｗ）），南側では１６７７年延

宝房総沖地震を想定する（８．２（Ｍｗ））としている。つまり，地

震の規模の評価については，全域で「Ｍ８．２前後」とした「長期評

価」よりも，第４期津波評価部会の判断の方がより大きな規模の津波

地震を想定すべきとしていることとなる。  

よって，第４期津波評価部会の判断は，想定される地震の規模につ

いても，「長期評価」の想定に（過小評価の可能性は残しつつも）十

分に合理性があることを確認しているものといえる。  

エ 今村証人も２００２年「長期評価」策定当時，援用し得る波源モデ

ルは１８９６年明治三陸地震のものしかなかったと証言しているこ

と 

なお，今村氏の証言によっても，１６７７年延宝房総沖地震の波源

モデルが解明されるのは「平成１９年」に至って茨城県モデルが得ら

れたことによるものとされている（さらに，今村証人は現時点におい

ても房総沖地震の波源モデルがフィリピン海プレートの影響もあり，

そのままでは房総沖以外の領域における津波シミュレーションにお

いて利用することはできないとしている〔丙ロ１７９の１今村調書２

４頁〕）。  

さらに，２００２（平成１４）年当時に利用可能だった波源モデル

について次のとおり証言している。  

   「２００２年時点では，長期評価の対象となった３つの津波地震
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のうち，信頼性のある断層モデルは明治三陸しかなかったとい

うことでいいですか。  

       ええ，それぞれ例えば慶長のものに関しては正断層，

津波地震，また連動，様々なものが出されていました。

延宝に関しては非常にアバウトな波源だけだったと

思います。」（同今村調書９１頁）  

２００２（平成１４）年当時に，各地震の波源モデルを津波推計に

使えたか否かについては  

   「延宝（の波源モデル）は使えないですよね，当然。  

        延宝は当然ありません。  

    慶長はもっと分からないですよね。  

        はい。」（同今村調書９２頁）  

        と証言する。  

以上より，２００２（平成１４）年の時点において，「長期評価」

が１８９６年明治三陸地震を参考に波源モデルを設定するのが相当

であると判断したことについては十分に合理性があるところである。 

津波地震の発生領域について，海溝型分科会での濃密な議論を経て

日本海溝寄りのどこでも発生し得るという結論に達した以上，防災対

策への活用を目的とする「長期評価」において，断層モデル（波源モ

デル）を提示することは必要かつ当然である。そして，歴史地震であ

り断層モデルが未確定である慶長三陸地震や延宝房総沖地震ではな

く，近代的な観測に基づき提出され，相対的に最も信頼性の高い明治

三陸地震の断層モデルを提示することも，また当然である。  

以上より一審被告国の反論には理由がない。  

 

１１ 保安院が「長期評価」の津波地震の想定を安全規制において考慮す
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るか否かの判断に際して専門家による調査審議を経なかったことが合

理的であるとの一審被告国の主張が失当であること  

（１）一審被告国の主張  

一審被告国は，その主張の「補充説明」として，「長期評価」の津波

地震の評価には，科学的根拠が伴っておらず，規制権限行使を正当化す

ることさえ基礎づけられないレベルの知見であったので，保安院が，そ

の採否の判断に際して審議会等における調査審議を経なかったことも

合理的であったと主張する（第４〔６９～７５頁〕）。  

（２）一審原告らの反論  

  しかし，一審被告国の上記主張は，「結論先取り」の誤った主張とい

うしかない。  

  一審被告国は，「長期評価」の津波地震の評価には，科学的根拠が伴

っておらず，規制権限行使を正当化することさえ基礎づけられないレベ

ルの知見であったのであるから，（非専門家である）保安院の担当者レ

ベルで判断が可能であり，専門家による調査審議を経るまでもなかった

とするものである。  

しかし，「長期評価」は日本を代表する第一線の地震学者が参集した

海溝型分科会において，集団的な検討を踏まえて取りまとめたものであ

る。よって，「長期評価」の津波地震の想定に地震学上の客観的かつ合

理的根拠が認められるか否かは，極めて専門的な調査判断が求められる

事項であり，地震学の専門的知見を有しない保安院の担当者が「しろう

と判断」して，一見して
．．．．

客観的かつ合理的根拠のないことを確認できる

性質のものではない。  

一審被告国が，「審議会等における調査審議を経なかったことも合理

的であるとする」立論の前提である，「長期評価の津波地震の評価には，

科学的根拠が伴っておらず規制権限行使を正当化することさえ基礎づ
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けられないレベルの知見であった」という判断自体，「審議会等におけ

る調査審議」を経ない限り確認しようのないものである。  

一審被告国の反論は，「結論先取り」の誤った主張というしかない。  

 

第４ 総括  

以上に見たとおり，２００２年「長期評価」が客観的かつ合理的根拠

を有することが，控訴審の攻撃防御を通じて明らかになった。一審被告

国の控訴審第１１準備書面における主張にはいずれも根拠がない。  

「長期評価」に基づき福島県沖日本海溝寄りに津波地震を想定し，か

つ，同年に土木学会が作成した「津波評価技術」の津波推計手法に基づ

いて津波シミュレーションを実施すれば，遅くとも２００２（平成１４）

年末までに，一審被告国は敷地高さＯ．Ｐ．＋１０メートルを大きく超

えるＯ.Ｐ.＋１５．７ｍ程度の津波の襲来を予見できた。  

これは，技術基準省令４条１項の「想定される津波によって原子炉の

安全性を損なうおそれがある」と認められる事態である。  

さらに，主要建屋敷地高さを超える津波の襲来が想定されるというこ

とは，単に「安全性を損なうおそれがある」というにとどまらず，非常

用電源設備等の被水による全交流電源喪失，そして炉心損傷による重大

事故（万が一にもあってはならない深刻な災害・伊方最判）に直結する

ものであり，一審被告国も認めるように「あってはならない非常事態」

35といわなければならない。   

しかるに，経済産業大臣（保安院）は，津波安全性を欠いた福島第一

原発に対する規制権限を，規制権限の行使が可能であった２００２（平

成１４）年末から８年以上の間，全く行使しなかったのである。  

 
35 一審被告国・控訴審第９備書面６頁で引用する丙ハ１０８（原子力工学者であ

る山口彰意見書）６頁  
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  したがって，福島地裁判決（甲イ３４）の以下の判示は，極めて妥当

であり本控訴審においても維持されるべきである。  

「この規制権限の不行使は，技術基準への適合性を通じて安全性を審

査し，技術基準に適合しない原子炉施設には技術基準適合命令を発

することによって，原子炉施設の事故等がもたらす災害により直接

的かつ重大な被害を受けることが想定される範囲の住民の生命，身

体の安全等を保護するという，経済産業大臣に技術基準適合命令を

発する規制権限を付与した電気事業法の趣旨，目的，最新の科学的

知見等を踏まえて，適時にかつ適切に行使されるべきという技術基

準適合命令の性質等に照らし，本件の具体的事情の下において，許

容される限度を逸脱して著しく合理性を欠いていたと認めるのが

相当である。」（同判決１３６頁）  

以 上 

 


